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特約一覧表
普通保険約款にセットされる特約は、以下のとおりです。
特約には、ご契約時のお申出にかかわらず、すべてのご契約に自動的
にセットされる特約（自動セット特約）と、ご契約時にお申出があり
当社が引き受ける場合にセットされる特約（任意セット特約）があり
ます。自動セット特約には 自動セット と表示しています。

1. 病気の補償に関する特約
（1）三大疾病診断保険金補償（複数回払用）特約･･････････P020
（2）疾病補償特約 ･･････････････････････････････････････P028
（3）特定精神障害補償特約 自動セット ･･･････････････････P039
（4）三大疾病のみ補償特約･･････････････････････････････P040
（5）疾病手術保険金等支払倍率変更特約･･････････････････P041
（6）告知義務違反による解除の期間に関する特約･･････････P042

2. ケガと病気の補償に関する特約
（7）先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金
　　補償特約･･･････････････････････････････････････････P043

3. 補償に関するその他の特約
（8）条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
　　　自動セット ･･･････････････････････････････････････P054

4. 保険料に関する特約
（9）一般団体総合生活補償保険保険料分割払特約
　　（猶予期間延長用）･････････････････････････････････P055
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第１部

普通保険約款

普通保険約款は、基本となる補償内
容および契約手続き等に関する原則
的な事項を定めたものです。団体総
合生活補償保険の基本となる補償内
容を定めた「補償条項」と、保険料
の払込みや告知・通知義務など契約
手続き等に関する事項および保険金
の請求に関する事項を定めた「基本
条項」から成り立っています。
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団体総合生活補償保険 普通保険約款
「用語の説明」 

この普通保険約款およびこの普通保険約款に適用される特約において使
用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に
適用される特約において別途用語の説明がある場合は、それによります。 

（５０音順） 
用語 説明

い 医学的他覚所見
のないもの

被保険者が自覚症状を訴えている場合であって
も、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨
床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等により
その根拠を客観的に証明することができないも
のをいいます。 

医科診療報酬点
数表

手術を受けた時点において、厚生労働省告示に
基づき定められている医科診療報酬点数表をい
います。 

お オンライン診療 医師と患者の間において、情報通信機器を通し
て患者の診察および診断を行い、診断結果の伝
達、処方等の診療行為をリアルタイムにより行
うことをいいます。ただし、リアルタイムの視
覚および聴覚の情報を含む情報通信手段による
場合に限り、電話診療は含みません。 

か 解除 当社からの意思表示によって、保険契約の効力
を将来に向かって失わせることをいいます。 

解約 保険契約者からの意思表示によって、保険契約
の効力を将来に向かって失わせることをいいま
す。 
ただし、基本条項第１１条（被保険者による保
険契約の解約請求）(３)および(４)の規定におい
ては、被保険者からの意思表示によって、保険
契約の効力を将来に向かって失わせることをい
います。 

き 既経過期間 始期日から既に経過した期間をいいます。 
危険 損害等の発生の可能性をいいます。
競技等 競技、競争、興行（注１）または試運転（注２）

をいいます。 
（注１）競技、競争、興行には、いずれもそのための練

習を含みます。 
（注２）試運転とは、性能試験を目的とする運転または

操縦をいいます。 
け 頸

けい
部症候群 いわゆる「むちうち症」をいいます。

契約年令 　　　　 この保険契約の始期日における被保険者の年令
をいいます。 

こ 後遺障害 治療の効果が医学上期待できない状態であっ
て、被保険者の身体に残された症状が将来にお
いても回復できない機能の重大な障害に至った
ものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただ
し、被保険者が症状を訴えている場合であって
も、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見の
ないものを除きます。 
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公的医療保険制
度

次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をい
います。
①　健康保険法（大正１１年法律第７０号）
②　国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２
　号）
③　国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第

１２８号）
④　地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律

第１５２号）
⑤　私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第

２４５号）
⑥　船員保険法（昭和１４年法律第７３号）
⑦　高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７

年法律第８０号）
告知事項 危険に関する重要な事項のうち、保険申込書の

記載事項とすることによって当社が告知を求め
たものをいい、他の保険契約等に関する事項を
含みます。 

し 歯科診療報酬点
数表

手術を受けた時点において、厚生労働省告示に
基づき定められている歯科診療報酬点数表をい
います。 

始期日 保険期間の初日をいいます。
失効 この保険契約の全部または一部の効力を将来に

向かって失うことをいいます。 
疾病 被保険者が被った傷害以外の身体の障害をいい

ます。なお、被保険者が疾病によって被った傷
害については疾病として取り扱います。 

自動車等 自動車または原動機付自転車をいいます。 
支払事由 この保険契約に適用される特約の第１条（保険

金を支払う場合）に規定する保険金を支払うべ
き事由をいいます。 

手術 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 
①　公的医療保険制度における医科診療報酬点

数表に、手術料の算定対象として列挙されてい
る診療行為（注１）。ただし、次のいずれかに
該当するものを除きます。
ア．創傷処理
イ．皮膚切開術
ウ．デブリードマン
エ．骨または関節の非観血的または徒手的な

整復術、整復固定術および授動術
オ．抜歯手術

②　先進医療（注２）に該当する診療行為（注３） 
（注１）手術料の算定対象として列挙されている診療行

為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象とし
て列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数
表においても手術料の算定対象として列挙されている
診療行為を含みます。 

（注２）先進医療とは、手術を受けた時点において、厚
生労働省告示に基づき定められている評価療養のう
ち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、
先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合
する病院または診療所において行われるものに限りま
す。 
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（注３）先進医療に該当する診療行為は、治療を直接の
目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部
位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただ
し、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならび
に注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放
射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 

傷害 急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った
障害をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒
物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取し
た場合に急激に発生する中毒症状（注）を含み
ます。ただし、次のいずれかに該当するものを
含みません。
①　細菌性食中毒
②　ウイルス性食中毒 
（注）中毒症状には、継続的に吸入、吸収または摂取し

た結果発生する中毒症状を除きます。 
乗用具 自動車等、モーターボート（注）、ゴーカート、

スノーモービルその他これらに類するものをい
います。

（注）モーターボートには、水上オートバイを含みます。 
そ 損害等 この普通保険約款およびこの保険契約に適用さ

れる特約の規定により、当社が保険金を支払う
べき損害、損失、傷害または疾病等をいいます。 

た 他の保険契約等 この保険契約の全部または一部に対して支払責
任が同じである他の保険契約または共済契約を
いいます。

ち 治療 医師（注）が必要であると認め、医師（注）が
行う治療をいいます。 
（注）医師とは、被保険者以外の医師をいいます。 

つ 通院 病院もしくは診療所に通い、または往診、訪問
診療もしくはオンライン診療により、治療を受
けることをいいます。ただし、治療を伴わない、
薬剤、診断書、医療器具等の受領、医療相談等
のためのものまたは医師等による受診勧奨は含
みません。

て 訂正の申出 告知事項について書面をもって訂正を申し出る
ことであって、基本条項第４条（契約時に告知
いただく事項－告知義務）（３）③またはこの普通
保険約款に適用される特約に規定する訂正の申
出をいいます。 

と 特約 補償内容および普通保険約款に定められた事項
を特別に補充・変更する場合のその補充・変更
の内容を定めたものです。 

に 入院 自宅等での治療が困難なため、病院または診療
所に入り、常に医師の管理下において治療に専
念することをいいます。 

は 配偶者 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていない
が事実上婚姻関係と同様の事情にある者および
戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異なら
ない程度の実質を備える状態にある者を含みま
す。 

発病 被保険者以外の医師が診断した発病をいいま
す。ただし、先天性異常については、被保険者
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以外の医師の診断によりはじめて発見されるこ
とをいいます。 

ひ 被保険者 この保険契約により補償の対象となる者または
補償を受ける者をいい、保険証券記載の被保険
者をいいます。 

ふ 普通保険約款 保険契約内容について、原則的な事項を定めた
ものです。 

ほ 暴動 群衆または多数の者の集団の行動によって、全
国または一部の地区において著しく平穏が害さ
れ、治安維持上重大な事態と認められる状態を
いいます。 

保険期間 保険責任の始まる日から終了する日までの期間
であって、保険証券記載の保険期間をいいます。

保険金 この保険契約に適用される特約のそれぞれに規
定する保険金をいいます。 

保険契約者 当社にこの保険契約の申込みをする者であっ
て、この保険契約が成立すれば、保険料の支払
義務を負うこととなる者をいいます。 

保険申込書 当社にこの保険契約の申込みをするために提出
する書類（注）をいい、申込みに必要な内容を
記載した付属書類がある場合には、これらの書
類（注）を含みます。
（注）書類には、電子媒体によるものを含みます。 

保険料 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払
い込むべき金銭をいいます。

ま 満期日 保険期間の末日をいいます。
み 未経過期間 満期日までの残存期間をいいます。 
む 無効 この保険契約のすべての効力が、この保険契約

締結時から生じなかったものとして取り扱うこ
とをいいます。 

第１章　補償条項 

第２章　基本条項 

第１条（保険金を支払う場合）第１条（保険金を支払う場合）

第１条（補償される期間－保険期間） 第１条（補償される期間－保険期間） 

第２条（保険金を支払わない場合）第２条（保険金を支払わない場合）

当社は、この保険契約に適用される特約の支払事由に該当した場合、普
通保険約款および特約の規定に従い、保険金を支払います。 

（１）この保険契約で補償される期間は、始期日の午後４時に始まり、満期日の
午後４時に終わります。ただし、保険証券の保険期間欄にこれと異なる開
始時刻または終了時刻が記載されている場合は、それぞれその時刻に始ま
り終わるものとします。

（２）本条(１)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。

当社が保険金を支払わない場合は、この保険契約に適用される特約の規
定によります。 
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第２条（保険料の払込方法） 第２条（保険料の払込方法） 

第３条（保険責任のおよぶ地域） 第３条（保険責任のおよぶ地域） 

第４条（契約時に告知いただく事項－告知義務） 第４条（契約時に告知いただく事項－告知義務） 

(１)	保険契約者は、この普通保険約款に適用される特約の規定により定めた保
険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりま
せん。ただし、この普通保険約款に適用される特約の規定により保険料の
払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にそ
の全額を払い込まなければなりません。

(２)	保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、
この普通保険約款に適用される特約で別に定める場合を除き、当社は、始
期日から保険料領収までの間に発生した支払事由による損害等に対して
は、保険金を支払いません。

当社は、この普通保険約款に適用される特約で別に定める場合を除き、
日本国内または国外において発生した支払事由による損害等に対して保険
金を支払います。 

(１)	保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項につ
いて、当社に事実を正確に告げなければなりません。なお、保険契約締結
の際、当社が特に必要と認めた場合は、当社は、事実の調査を行い、また、
被保険者になる者に対して当社の指定する医師の診断を求めることがで
きます。

(２)	当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項につ
いて、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実
と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもっ
て、この保険契約を解除することができます。

(３)	本条(２)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
①　本条(２)に規定する事実がなくなった場合
②　当社が保険契約締結の際、本条(２)に規定する事実を知っていた場合ま

たは過失によってこれを知らなかった場合（注）
③　保険契約者または被保険者が、支払事由または支払事由の原因が発生

した時より前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、
当社がその訂正を承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場
合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告
げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに
限り、当社はその訂正を承認するものとします。

④　次のいずれかに該当する場合
ア．当社が、本条(２)の規定による解除の原因があることを知った時から

１か月を経過した場合
イ．保険契約締結時から５年を経過した場合

(４)	本条(２)の規定による解除が支払事由または支払事由の原因の発生した
後になされた場合であっても、第１２条（保険契約の解約・解除の効力）
の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、
既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することがで
きます。

(５)	本条(４)の規定は、本条(２)に規定する事実に基づかずに発生した支払事
由による損害等については適用しません。

（注）当社が保険契約締結の際、本条（２）に規定する事実を知っていた場合または過失に
よってこれを知らなかった場合には、当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、
事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを
告げることを勧めた場合を含みます。 
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第５条（保険契約者の住所変更） 第５条（保険契約者の住所変更） 

第６条（保険契約の無効） 第６条（保険契約の無効） 

第７条（保険契約の失効） 第７条（保険契約の失効） 

第８条（保険契約の取消し） 第８条（保険契約の取消し） 

第９条（保険契約者からの保険契約の解約） 第９条（保険契約者からの保険契約の解約） 

第１０条（重大事由がある場合の当社からの保険契約の第１０条（重大事由がある場合の当社からの保険契約の
　　　　　解除）　　　　　解除）

保険契約締結の後、保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変
更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければ
なりません。 

保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不
法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合には、保険契約は無
効とします。 

保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失
います。

保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫
によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対す
る書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。 

保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を
解約することができます。ただし、この場合において、当社が未払込保険
料（注）を請求したときには、保険契約者は、その保険料を払い込まなけ
ればなりません。

（注）未払込保険料とは、解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき保険料のうち、

払込みがなされていない保険料をいいます。 

（１）当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対す
る書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

①　保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当社にこの
保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を発生さ
せ、または発生させようとしたこと。

②　被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保
険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。

③　保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア．反社会的勢力（注１）に該当すると認められること。
イ．反社会的勢力（注１）に対して資金等を提供し、または便宜を供与

する等の関与をしていると認められること。
ウ．反社会的勢力（注１）を不当に利用していると認められること。
エ．法人である場合において、反社会的勢力（注１）がその法人の経営

を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められ
ること。

オ．その他反社会的勢力（注１）と社会的に非難されるべき関係を有し
ていると認められること。

④　他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計
額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるお
それがあること。

⑤　本条（１）①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者また
は保険金を受け取るべき者が、本条（１）①から④までの事由がある場合と
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同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続
を困難とする重大な事由を発生させたこと。

（２）当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対す
る書面による通知をもって、この保険契約を解除（注２）することができ
ます。 

①　被保険者が、本条（１）③ア．からオ．までのいずれかに該当すること。 
②　被保険者に発生した損害等に対して支払う保険金を受け取るべき者が、

本条（１）③ア．からオ．までのいずれかに該当すること。
（３）この保険契約に適用される特約の保険金が次のいずれかに該当する場合、

本条(１)または(２)の規定による解除が損害等（注３）の原因となった支
払事由が発生した後になされたときであっても、第１２条（保険契約の解
約・解除の効力）の規定にかかわらず、本条(１)①から⑤までの事由また
は本条(２)①もしくは②の事由が発生した時以後に発生した支払事由によ
る損害等（注３）に対しては、当社は、保険金（注４）を支払いません。
この場合において、既に保険金（注４）を支払っていたときは、当社は、
その返還を請求することができます。

①　被保険者の傷害または疾病（注５）に対して一定額を支払うもの
②　被保険者の傷害または疾病によってその被保険者が被った損害（注６）

に対して保険金を支払うもの
（４）この保険契約に適用される特約の保険金が本条（３）①または②のいずれ

にも該当しない場合、本条（１）または（２）の規定による解除が支払事由が
発生した後になされたときであっても、第１２条（保険契約の解約・解除
の効力）の規定にかかわらず、本条（１）①から⑤までの事由または本条（２）
①もしくは②の事由が発生した時以後に発生した支払事由による損害等に
対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険
金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。 

（５）この保険契約に適用される特約の保険金が本条（３）①または②のいずれ
にも該当しない場合において、保険契約者または被保険者が本条（１）③ア．
からオ．までのいずれかに該当することにより本条（１）または（２）の規定
による解除がなされたときには、本条（４）の規定は、次の損害等について
は適用しません。

①　本条（１）③ア．からオ．までのいずれにも該当しない被保険者に発生し
た損害等

②　本条（１）③ア．からオ．までのいずれかに該当する被保険者が負担する
法律上の損害賠償責任の額についての損害

（注１）反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の
反社会的勢力をいいます。なお、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から５年を
経過しない者を含みます。 

（注２）解除する範囲は、その被保険者に係る部分とします。 
（注３）損害等とは、本条（２）の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に発

生した損害等をいいます。 
（注４）保険金は、本条（２）②の規定による解除がなされた場合、保険金を受け取るべき

者のうち、本条（１）③ア．からオ．までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に
限ります。 

（注５）傷害または疾病には、死亡および要介護状態を含みます。 
（注６）損害には、損失および費用を含みます。 

第１１条（被保険者による保険契約の解約請求） 第１１条（被保険者による保険契約の解約請求） 
（１）	被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当

する事由があるときには、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契
約を解約（注）することを求めることができます。

①　この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった
とき。

②　保険契約者または保険金を受け取るべき者に、第１０条（重大事由が
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ある場合の当社からの保険契約の解除）（１）①または②に該当する行為の
いずれかがあったとき。

③　保険契約者または保険金を受け取るべき者が、第１０条（重大事由が
ある場合の当社からの保険契約の解除）（１）③ア．からオ．までのいずれ
かに該当するとき。 

④　第１０条（重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除）（１）④に
規定する事由が発生したとき。

⑤　本条（１）②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき
者が、本条（１）②から④までの場合と同程度にその被保険者のこれらの者
に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を
発生させたとき。

⑥　保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、
この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更
があったとき。

（２）保険契約者は、本条（１）①から⑥までの事由がある場合において、その被
保険者から本条（１）に規定する解約請求があったときは、当社に対する通
知をもって、この保険契約を解約（注１）しなければなりません。ただし、
この場合において、当社が未払込保険料（注２）を請求したときには、保険
契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。

（３）本条（１）①の事由がある場合は、その被保険者は、当社に対する通知を
もって、この保険契約を解約（注１）することができます。ただし、健康
保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限りま
す。 

（４）本条（３）の規定によりこの保険契約が解約（注１）された場合は、当社は、
遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとしま
す。ただし、この場合において、当社が未払込保険料（注２）を請求した
ときには、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。 

（注１）解約する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
（注２）未払込保険料とは、解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき保険料のう

ち、払込みがなされていない保険料をいいます。 

第１２条（保険契約の解約・解除の効力）第１２条（保険契約の解約・解除の効力）
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。 

第１３条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知第１３条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知
　　　　　義務等の場合） 　　　　　義務等の場合） 

（１）当社は、次表「区分」のいずれかに該当する場合において、保険料率また
は保険料を変更する必要があるときは、次表「保険料の返還、追加保険料
の請求」のとおりとします。

(２)	当社は、保険契約者が本条（１）①の規定による追加保険料の払込みを怠っ
た場合（注）は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契

区分 保険料の返還、追加保険料の請求
①　第４条（契約時に告知いた
だく事項－告知義務）（１）によ
り告げられた内容が事実と異
なる場合

変更前の保険料率と変更後の保険料率
との差に基づき計算した保険料を返還
し、または追加保険料を請求します。 

②　本条（１）①のほか、保険契
約締結の後、保険契約者が書面
をもって保険契約の条件の変
更を当社に通知し、承認の請求
を行い、当社がこれを承認する
場合

変更前の保険料と変更後の保険料との
差に基づき計算した、未経過期間に対す
る保険料を返還し、または追加保険料を
請求します。 
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約を解除することができます。
(３)	本条（１）①の規定による追加保険料を請求する場合において、本条（２）の

規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、保険金を支払いま
せん。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、そ
の返還を請求することができます。

(４)	本条（１）②の規定による追加保険料を請求する場合において、当社の請求
に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、追加保険料
を領収する前に発生した支払事由による損害等に対しては、保険契約条件
の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普
通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。

（注）追加保険料の払込みを怠った場合とは、当社が、保険契約者に対し追加保険料を請
求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合をいいます。 

第１４条（保険料の返還－無効または失効の場合） 第１４条（保険料の返還－無効または失効の場合） 

第１５条（保険料の返還－取消しの場合）第１５条（保険料の返還－取消しの場合）

第１６条（保険料の返還－解除または解約の場合） 第１６条（保険料の返還－解除または解約の場合） 

保険契約の無効または失効の場合には、保険料の返還について、次表の
とおりとします。

保険契約の取消しの場合には、保険料の返還について、次表のとおりと
します。 

保険契約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次表の
とおりとします。 

区分 保険料の返還
①　保険契約が無効と
なる場合

既に払い込まれた保険料の全額を返還します。
ただし、第６条（保険契約の無効）の規定によ
り、保険契約が無効となる場合は、既に払い込
まれた保険料を返還しません。 

②　保険契約が失効と
なる場合

次の算式によって計算した額を返還します。 

区分 保険料の返還 
①　第４条（契約時に
告知いただく事項－
告知義務）（２）の規定
により、当社が保険契
約を解除した場合

次の算式によって計算した額を返還します。 

②　第１０条（重大事
由がある場合の当社
からの保険契約の解
除）（１）の規定により、
当社が保険契約を解
除した場合

保険料 既経過期間に対し月割に
よって計算した保険料−

保険料 既経過期間に対し月割に
よって計算した保険料−

区分 保険料の返還 
第８条（保険契約の取消し）の
規定により、当社が保険契約を
取り消した場合 

既に払い込まれた保険料を返還しませ
ん。 
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第１７条（保険金の請求） 第１７条（保険金の請求） 
(１)	当社に対する保険金請求権は、この保険契約に適用される特約に定める時

からそれぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
(２)	被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合

は、この保険契約に適用される特約に規定する書類のうち、当社が求める
ものを当社に提出しなければなりません。

(３)	被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払
を受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいず
れかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認
を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができ
ます。

①　その被保険者と同居または生計を共にする配偶者（注）
②　本条（３）①に規定する者がいない場合または本条（３）①に規定する者

に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居また
は生計を共にする３親等内の親族

③　本条（３）①および②に規定する者がいない場合または本条（３）①およ
び②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、本条（３）
①以外の配偶者（注）または本条（３）②以外の３親等内の親族

(４)	本条（３）の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当
社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当
社は、保険金を支払いません。

（注１）解除する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
（注２）解約する範囲は、その被保険者に係る部分とします。 

③　第１３条（保険料
の返還または追加保

険料の請求－告知義
務等の場合）（２）の規

定により、当社が保険
契約を解除した場合

④　第９条（保険契約
者からの保険契約の
解約）の規定により、
保険契約者が保険契
約を解約した場合

⑤　第１０条（重大事
由がある場合の当社
からの保険契約の解
除）（２）の規定により、
当社が保険契約を解
除（注１）した場合

⑥　第１１条（被保険
者による保険契約の
解約請求）（２）の規定
により、保険契約者が
保険契約を解約（注２）
した場合

⑦　第１１条（被保険
者による保険契約の
解約請求）（３）の規定
により、被保険者が
保険契約を解約（注２）
した場合
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第１８条（保険金の支払） 第１８条（保険金の支払） 
（１）当社は、請求完了日（注１）からその日を含めて３０日以内に、当社が保

険金を支払うために必要な次表の事項の確認を終え、保険金を支払います。 

（２）本条（１）の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査
が不可欠な場合には、本条（１）の規定にかかわらず、当社は、請求完了
日（注１）からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数（注２）を経過
する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が
必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を
受け取るべき者に対して通知するものとします。

確認する内容 確認に必要な事項
①　保険金の支払事由発生の

有無
ア．事故発生の原因
イ．事故発生の状況
ウ．損害、損失もしくは傷害発生の有無

または疾病の内容
エ．被保険者に該当する事実

②　保険金が支払われない事
由の有無

この保険契約において保険金が支払わ
れない事由としている事由に該当する
事実の有無 

③保険金の額の算出 ア．損害もしくは損失の額、保険価額ま
たは傷害もしくは疾病の程度

イ．事故と損害、損失または傷害との関
係

ウ．治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無 この保険契約において定める解除、解

約、無効、失効または取消しの事由に該
当する事実の有無 

⑤　本条（１）①から④までのほ
か、当社が支払うべき保険金
の額の確定

ア．他の保険契約等の有無および内容
イ．損害または損失について被保険者が

有する損害賠償請求権その他の債権
および既に取得したものの有無およ
び内容等

事由 期間
①　本条（１）①から④までの事項を確認するための、警

察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結
果の照会（注３）

１８０日 

②　本条（１）①から④までの事項を確認するための、医
療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定
等の結果の照会

９０日 

(５)	当社は、事故の内容、損害の額または傷害・疾病の程度等に応じ、保険契
約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、本条(２)に掲げ
るもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を
求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速
やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。

(６)	保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がな
く本条（５）の規定に違反した場合または本条（２）、（３）もしくは（５）の書
類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもし
くは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し
引いて保険金を支払います。

（注）配偶者は、「用語の説明」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。 
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第１９条（時効） 第１９条（時効） 

第２０条（保険契約者の変更） 第２０条（保険契約者の変更） 

第２１条（保険契約者が複数の場合の取扱い） 第２１条（保険契約者が複数の場合の取扱い） 

保険金請求権は、第１７条（保険金の請求）( １) に定める時の翌日から起
算して３年を経過した場合は、時効によって消滅します。 

(１)保険契約締結の後、保険契約者は、当社の承認を得て、この保険契約に適
用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移
転させることができます。

(２)本条(１)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってそ
の旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。

(３)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約
者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および
特約に関する権利および義務が移転するものとします。

(１)この保険契約について、保険契約者が２名以上である場合は、当社は、代
表者１名を定めることを求めることができます。この場合において、その
代表者は、代表者以外の保険契約者を代理するものとします。

(２)本条(１)の代表者が定まらない場合またはその代表者の所在が明らかで
ない場合には、保険契約者の中の１名に対して行う当社の行為は、他の保
険契約者に対しても効力を有するものとします。

(３)保険契約者が２名以上の場合には、それぞれの保険契約者は連帯してこの
保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものと
します。

（３）本条（１）および（２）に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被
保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ
た場合、またはその確認に応じなかった場合（注４）には、これらにより
確認が遅延した期間については、本条（１）または（２）の期間に算入しない
ものとします。

（４）本条（３）の場合のほか、被保険者または保険金を受け取るべき者の事情に
よって当社が保険金を支払うことができない期間については、本条（１）ま
たは（２）の期間に算入しないものとします。

(５)	本条（１）または（２）の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者
または保険金を受け取るべき者と当社があらかじめ合意した場合を除いて
は、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。

（注１）請求完了日とは、被保険者または保険金を受け取るべき者が第１７条（保険金の
請求）（２）および（３）の規定による手続きを完了した日をいいます。 

（注２）次表「期間」に掲げる日数とは、複数に該当する場合、そのうち最長の日数とし
ます。 

（注３）照会には、弁護士法（昭和２４年法律第２０５号）に基づく照会その他法令に基
づく照会を含みます。 

（注４）その確認に応じなかった場合には、必要な協力を行わなかった場合を含みます。 

③　本条（１）③の事項のうち、後遺障害の内容およびそ
の程度を確認するための、医療機関による診断、後遺
障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会

１２０日 

④　災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適用さ
れた災害の被災地域における本条（１）①から⑤ま
での事項の確認のための調査

６０日 

⑤　本条（１）①から⑤までの事項の確認を日本国内に
おいて行うための代替的な手段がない場合の日本国
外における調査

１８０日 
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契約内容を協会（注）に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金
の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。

(３)	各損害保険会社は、本条(２)の規定により照会した結果を、本条(２)に規
定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考に
すること以外に用いないものとします。

(４)	協会（注）および各損害保険会社は、本条(１)の登録内容または本条(２)
の規定による照会結果を、本条(１)の規定により登録された被保険者に係
る保険契約の締結に関する権限を損害保険会社が与えた損害保険代理店
および犯罪捜査等にあたる公の機関から損害保険会社が公開要請を受け
た場合のその公の機関以外に公開しないものとします。

(５)保険契約者または被保険者は、自身に係る本条(１)の登録内容または本条
(２)の規定による照会結果について、当社または協会（注）に照会するこ
とができます。 

（注）協会とは、一般社団法人日本損害保険協会をいいます。 

第２３条（被保険者が複数の場合の約款の適用） 第２３条（被保険者が複数の場合の約款の適用） 

第２４条（訴訟の提起）第２４条（訴訟の提起）

第２５条（準拠法）第２５条（準拠法）

被保険者が２名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの普通
保険約款および特約の規定を適用します。 

この保険契約に関する訴訟は、日本国内における裁判所に提起すること
にします。 

この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠し
ます。 

第２２条（契約内容の登録） 第２２条（契約内容の登録） 
(１)当社は、この保険契約締結の際、次に掲げる事項を協会（注）に登録しま

す。
①　保険契約者の氏名、住所および生年月日
②　被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③　傷害死亡保険金受取人の氏名
④　傷害死亡・後遺障害保険金額、傷害入院保険金日額、傷害通院保険金

日額および疾病入院保険金日額
⑤　保険期間
⑥　当社名
⑦　被保険者同意の有無

(２)各損害保険会社は、本条(１)の規定により登録された被保険者について、
他の保険契約等の内容を調査するため、本条(１)の規定により登録された
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第２部

特約

特約は、オプションとなる補償内容
など普通保険約款に定められた事項
を特別に補充・変更する事項を定め
たものです。
なお、特約には、ご契約時のお申出
にかかわらず、すべてのご契約に自
動的にセットされる特約（自動セッ
ト特約）と、ご契約時にお申出があ
り当社が引き受ける場合にセットさ
れる特約（任意セット特約）があり
ます。適用される特約は、加入者証
の表示内容をご確認ください。
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「用語の説明」 
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」

による場合のほか、次のとおりとします。 
（５０音順） 

用語 説明
い 医学上因果関係

がある疾病
医学上重要な関係にある一連の疾病をいい、病
名を異にする場合であってもこれを同一の疾病
として取り扱います。例えば、高血圧症とこれ
に起因する心臓疾患または腎臓疾患等をいいま
す。 

か がん 別表１に掲げるがん（悪性新生物）をいいます。
がん診断保険金
補償保険契約

がん診断保険金補償特約、がん診断保険金補償
（待機期間不設定型）特約またはがん診断保険金
補償（待機期間不設定・始期前発病免責不適用型）
特約が適用される保険契約（注）をいいます。
（注）保険契約には、当社の他の保険契約のうち当社が

認めた保険契約を含みます。
き 急性心筋梗塞 別表１に掲げる急性心筋梗塞をいいます。
さ 三大疾病 がん、急性心筋梗塞および脳卒中をいいます。 

三大疾病診断保
険金額

この特約により補償される三大疾病が発生した
場合に、当社が被保険者に支払うべき保険金の
基準となる額であって、保険証券記載の三大疾
病診断保険金額をいいます。 

三大疾病診断保
険金補償継続契
約

三大疾病診断保険金補償保険契約または他の三
大疾病診断保険金補償契約の満期日（注）を始期
日とする三大疾病診断保険金補償保険契約また
は他の三大疾病診断保険金補償契約をいいます。
（注）満期日は、その三大疾病診断保険金補償保険契約

または他の三大疾病診断保険金補償契約が満期日前に
解除または解約されていた場合にはその解除日または 
解約日とします。また、保険責任の終期の時刻が午後
１２時の場合には、「満期日の翌日」と読み替えます。

三大疾病診断保
険金補償初年度
契約

三大疾病診断保険金補償継続契約以外の三大疾
病診断保険金補償保険契約または他の三大疾病
診断保険金補償契約をいいます。

三大疾病診断保
険金補償保険契
約

この特約または三大疾病診断保険金補償特約、
三大疾病保険金補償（待機期間不設定型）特約も
しくは三大疾病診断保険金補償（待機期間不設
定・始期前発病免責不適用型）特約が適用される
保険契約（注）をいいます。
（注）保険契約には、当社の他の保険契約のうち当社が

認めた保険契約を含みます。 
し 死体の検案 死体について、死亡の事実を医学的に確認する

ことをいいます。 
診断確定 医師（注１）による病理組織学的所見（注２）

によってなされたものをいいます。（注３）
（注１）医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
（注２）病理組織学的所見とは、生検等をいいます。

１．病気の補償に関する特約

（１）三大疾病診断保険金補償（複数回払用）特約
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第１条（保険金を支払う場合）第１条（保険金を支払う場合）
（１）当社は、 被保険者が次表「事由」のいずれかに該当し、かつ、次表「支払要件」

に該当した場合には、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金
を被保険者に支払います。

（２）被保険者が、急性心筋梗塞または脳卒中以外の疾病または傷害による入
院中に、急性心筋梗塞または脳卒中の治療を目的とする入院（注６）を開
始した場合は、その急性心筋梗塞または脳卒中の治療を目的とする入
院（注６）の開始時を急性心筋梗塞または脳卒中による入院を開始した時
とみなします。 

（３）当社は、がんと診断確定された時または急性心筋梗塞もしくは脳卒中に
より初めて入院を開始した時が保険期間中である場合に限り、保険金を
支払います。 

（４）保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合

事由 支払要件
①　がんに罹患したこと。 次のいずれかのがんと診断確

定された場合
ア．保険期間の開始時（注１）

以降に初めて罹患したがん
イ．再発したがん（注２）
ウ．転移したがん（注３）
エ．既払がん（注４）とは全

く別のがん
急性心筋梗塞を発病したこと。 急性心筋梗塞と医師（注５）

によって診断され、急性心筋
梗塞の治療を直接の目的とし
て入院を開始した場合

脳卒中を発病したこと。 脳卒中と医師（注５）によっ
て診断され、脳卒中の治療を
直接の目的として入院を開始
した場合

（注３）病理組織学的検査（注４）が行われない場合には、
病理組織学的検査（注４）が行われなかった理由が明
らかであり、その他の所見（注５）による診断確定の
根拠が合理的であると認められるときに限り、その他
の所見（注５）による診断確定も認めることがありま
す。

（注４）病理組織学的検査とは、生検等をいいます。
（注５）その他の所見とは、細胞学的検査、臨床検査等

により認められる異常所見をいいます。
た 他の三大疾病診

断保険金補償契
約

三大疾病診断保険金補償保険契約以外の当社が
あらかじめ認めた三大疾病に罹患した場合に保
険金を支払う保険契約または共済契約をいいま
す。

の 脳卒中 別表１に掲げる脳卒中をいいます。
ひ 被保険者 この特約により補償の対象となる者であって、

保険証券記載の被保険者をいいます。
病院等 次のいずれかの施設をいいます。

①　日本国内の病院、または診療所
②　上記①と同等の日本国外の医療施設

ほ 保険金 この特約により補償される三大疾病が発生した
場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭であっ
て、三大疾病診断保険金をいいます。
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は、当社は、次のいずれかに該当するときは、保険金を支払いません。 
①　三大疾病（注７）を発病した時が保険期間の開始時から保険料領収ま

での間であった場合 
②　被保険者ががんと診断確定された時または急性心筋梗塞もしくは脳

卒中により初めて入院を開始した時が保険期間の開始時から保険料領
収までの間であった場合 

③　この保険契約が三大疾病診断保険金補償継続契約であり、三大疾
病（注７）を発病した時がこの保険契約が連続して継続されてきたすべ
ての三大疾病診断保険金補償保険契約の保険期間の開始時からそれぞ
れの保険契約の保険料領収までの間であった場合

（５）本条（１）から（４）までの規定にかかわらず、この保険契約が三大疾病診
断保険金補償継続契約である場合は、この保険契約が継続されてきた三
大疾病診断保険金補償初年度契約の保険期間が開始して以後、被保険者
が前回の保険金支払事由該当日（注８）から、その日を含めて１年以内に
再び同一の事由に該当したときは、当社は、保険金を支払いません。 

（注１）保険期間の開始時は、この保険契約が三大疾病診断保険金補償継続契約である場
合、この保険契約が継続されてきた三大疾病診断保険金補償初年度契約の保険期間の開
始時とします。 

（注２）再発したがんとは、がんを治療した結果、一旦がんが認められない状態となり、
その後再発したと診断確定されたがんをいいます。

（注３）転移したがんとは、他の部位・臓器（注９）に転移したと診断確定されたがんを
いいます。ただし、転移の以前に既にその部位・臓器にがんが発生していた場合は含み
ません。 

（注４）既払がんとは、この保険契約が継続されてきた三大疾病診断保険金補償初年度契
約の保険期間が開始した以降にがんと診断確定され、既に保険金を支払ったがんをいい
ます。

（注５）医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
（注６）急性心筋梗塞または脳卒中の治療を目的とする入院は、その急性心筋梗塞または

脳卒中のみによっても入院の必要があるものに限ります。
（注７）三大疾病には、三大疾病が急性心筋梗塞または脳卒中の場合、その急性心筋梗塞

または脳卒中と医学上因果関係がある疾病を含みます。
（注８）前回の保険金支払事由該当日とは、三大疾病診断保険金補償初年度契約からこの

保険契約の継続前契約までの連続した三大疾病診断保険金補償保険契約のいずれかの
保険期間中に、既に保険金を支払った同一の事由において支払要件に該当した日のう
ち、この保険契約の始期日にもっとも近い日をいいます。

（注９）同一の種類の部位・臓器が複数ある場合、それらは同じ部位・臓器とみなします。  

第２条（保険金を支払わない場合－その１）第２条（保険金を支払わない場合－その１）
当社は、被保険者が三大疾病（注）を発病した時が次のいずれかに該当す

る三大疾病（注）に対しては、保険金を支払いません。 
①　この保険契約が三大疾病診断保険金補償初年度契約である場合は、保

険期間の開始時より前 
②　この保険契約が三大疾病診断保険金補償継続契約である場合は、この

保険契約が継続されてきた三大疾病診断保険金補償初年度契約の保険期
間の開始時より前。ただし、被保険者が三大疾病（注）を発病した時が、
がんと診断確定された日または急性心筋梗塞もしくは脳卒中による入院
を開始した日から保険契約の継続する期間を遡及して１年以前である場
合は、その三大疾病（注）は、保険期間の開始時以降に発病したものとし
て取り扱います。

（注）三大疾病には、三大疾病が急性心筋梗塞または脳卒中の場合、その急性心筋梗塞また
は脳卒中と医学上因果関係がある疾病を含みます。 
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第３条（保険金を支払わない場合―その２） 第３条（保険金を支払わない場合―その２） 

第４条（支払保険金の計算）第４条（支払保険金の計算）

　　当社は、次のいずれかに該当する事由によって発病した三大疾病に対して
は、保険金を支払いません。 

①　保険契約者（注１）または被保険者の故意または重大な過失
②　本条（１）①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者（注２）の故意

または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合
には、保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。 

③　被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
④　戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これ

らに類似の事変または暴動 
⑤　核燃料物質（注３）もしくは核燃料物質（注３）によって汚染された

物（注４）の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性によ
る事故 

⑥　本条（１）④もしくは⑤の事由に随伴して発生した事故またはこれらに
伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故

⑦　本条（１）⑤以外の放射線照射または放射能汚染

（１）保険金の支払額は、三大疾病の種類により次の算式に従い算出します。
①　別表１に規定する「上皮内新生物」に罹患した場合

　三大疾病診断保険金額　×　保険証券記載の上皮内新生物支払割合

② 別表１に規定する「上皮内新生物」以外の三大疾病を発病した場合

　三大疾病診断保険金額　×　１００％

（２）本条（１）の規定による保険金の支払は、保険期間を通じ、第１条（保険
金を支払う場合）（１）の事由それぞれについて１回を限度とします。 

（３）この保険契約が三大疾病診断保険金補償継続契約である場合において、
被保険者が三大疾病（注）を発病した時がこの保険契約の保険期間の開始
時より前であるときの当社が支払うべき保険金の額は、次のとおりとし
ます。 

⑧　治療を目的として医師（注５）が使用した場合以外における被保険者の
麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、指定薬物（注６）等の使用によっ
て発病した三大疾病

　　ただし、本条（１）④から⑦までに該当する事由によって発生した三大
疾病については、これらに該当した被保険者の数がこの保険の計算の基
礎に及ぼす影響が少ないと認めた場合は、当社は、その程度に応じ、保
険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。  

（注１）保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するそ
の他の機関をいいます。 

（注２）保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務
を執行するその他の機関をいいます。 

（注３）核燃料物質には、使用済燃料を含みます。 
（注４）核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。 
（注５）医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
（注６）指定薬物とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法

律（昭和３５年法律第１４５号）第２条（定義）第１５項に定める指定薬物をいいます。 

被保険者が三大疾病（注）を発病した時 保険金の額 
①　三大疾病診断保険金補償初年度契

約が他の三大疾病診断保険金補償契
約である場合において、この保険契
約が継続されてきた初めの三大疾病
診断保険金補償保険契約の保険期間
の開始時より前 

初めの三大疾病診断保険金補償保
険契約の保険期間の開始時の支払
条件により算出された額と、この
保険契約の支払条件により算出さ
れた額のうち、いずれか低い額 
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第６条（保険金の請求）第６条（保険金の請求）

第７条（当社の指定する医師が作成した診断書等の要求）第７条（当社の指定する医師が作成した診断書等の要求）

第８条（代位）第８条（代位）

（１）普通保険約款基本条項第１７条（保険金の請求）（１）に定める時は、第１
条（保険金を支払う場合）（１）のいずれかに該当した時とします。 

（２）普通保険約款基本条項第１７条（保険金の請求）（２）に規定する書類は、
別表２に掲げる書類とします。 

（１）当社は、第５条（事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い）の規
定による通知または普通保険約款基本条項第１７条（保険金の請求）およ
びこの特約第６条（保険金の請求）の規定による請求を受けた場合は、疾
病の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険
契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する
医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めること
ができます。 

（２）本条（１）の規定による診断または死体の検案のために要した費用（注）
は、当社が負担します。 

（注）費用には、収入の喪失を含みません。 

当社が保険金を支払った場合であっても、被保険者がその三大疾病につ
いて第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。 

（１）被保険者が第１条（保険金を支払う場合）（１）に規定する事由のいずれか
に該当すると診断された場合は、保険契約者、被保険者または保険金を
受け取るべき者は、被保険者ががんと診断確定された日または急性心筋
梗塞もしくは脳卒中による入院を開始した日を含めて３０日以内に、疾
病名および身体の状況等の詳細を当社に通知しなければなりません。こ
の場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまた
は被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりま
せん。 

（２）保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がな
く本条（１）の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について
知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場
合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を
支払います。 

第５条（事故発生時の義務および義務違反の場合の第５条（事故発生時の義務および義務違反の場合の
　　　　取扱い）　　　　取扱い）

②　この保険契約が継続されてきた初
めの三大疾病診断保険金補償保険契
約の保険期間の開始時以降 

三大疾病（注）を発病した時の三大
疾病診断保険金補償保険契約の支
払条件により算出された額と、こ
の保険契約の支払条件により算出
された額のうち、いずれか低い額 

（４）本条（３）の規定にかかわらず、この保険契約が三大疾病診断保険金補償
継続契約である場合において、被保険者が三大疾病（注）を発病した時が、
がんと診断確定された日または急性心筋梗塞もしくは脳卒中による入院
を開始した日から保険契約の継続する期間を遡及して１年以前であると
きは、この保険契約の支払条件により算出された額を支払います。

（注）三大疾病には、三大疾病が急性心筋梗塞または脳卒中の場合、その急性心筋梗塞また
は脳卒中と医学上因果関係がある疾病を含みます。 
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第９条（第９条（契約年令の計算方法および誤りの場合の取扱い） 契約年令の計算方法および誤りの場合の取扱い） 

この保険契約に次のいずれかの特約が適用される場合には、この特約は
被保険者範囲個別規定型特約として取り扱います。 
①　家族型への変更に関する特約
②　夫婦型への変更に関する特約
③　配偶者対象外型への変更に関する特約

（１）この保険契約の契約年令は、満年令で計算します。 
（２）保険申込書に記載された被保険者の契約年令に誤りがあった場合には、

次のとおり取り扱います。
①　正しい契約年令が保険契約締結の当時、当社の定める引受対象年令の

範囲外であった場合には、当社は、この特約を取り消すことができるも
のとします。当社がこの特約を取り消した場合は、既に払い込まれたこ
の特約の保険料の全額を保険契約者に返還します。 

②　正しい契約年令が保険契約締結の当時、当社の定める引受対象年令の
範囲内であった場合には、初めから正しい契約年令に基づいて三大疾病
診断保険金補償保険契約を締結したものとみなします。この場合におい
て、既に払い込まれたこの特約の保険料が正しい契約年令に基づいた保
険料と異なるときは、その差額を返還し、または追加保険料を請求しま
す。

（３）当社は、保険契約者が本条（２）②の規定による追加保険料の払込みを
怠った場合（注）は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この
特約を解除することができます。 

（４）本条（２）②の規定による追加保険料を請求する場合において、本条（３）
の規定によりこの特約を解除できるときは、次のいずれかに該当する三
大疾病に対しては、当社は、誤った契約年令に基づいたこの特約の保険
料の正しい契約年令に基づいたこの特約の保険料に対する割合により、
保険金を削減して支払います。 

①　契約年令を誤った三大疾病診断保険金補償保険契約の保険期間の開
始時から、追加保険料を領収した時までの期間中に発病した三大疾病

②　契約年令を誤った三大疾病診断保険金補償保険契約の保険期間の開
始時から、追加保険料を領収した時までの期間中に診断確定されたが
ん、または入院が開始された急性心筋梗塞もしくは脳卒中 

（注）追加保険料の払込みを怠った場合とは、当社が、保険契約者に対し追加保険料を請
求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合をいいます。 

第１０条（被保険者の範囲に関する特約が適用される第１０条（被保険者の範囲に関する特約が適用される
　　　　　場合の取扱い）　　　　　場合の取扱い）

第１１条（がん診断保険金補償保険契約から継続する第１１条（がん診断保険金補償保険契約から継続する
　　　　　場合の特則）　　　　　場合の特則）

この保険契約が三大疾病診断保険金補償初年度契約である場合におい
て、この保険契約の始期日を満期日とする保険契約が、がん診断保険金補
償保険契約であるとき、がんについて、この三大疾病診断保険金補償保険
契約は、三大疾病診断保険金補償継続契約とし、第１条（保険金を支払う
場合）（４）③、（５）、（注１）、（注４）および（注８）、第２条（保険金
を支払わない場合―その１）②ならびに第４条（支払保険金の計算）（３）
および（４）の規定を適用します。この場合において、これらの規定を次
のとおり読み替えて適用します。 
①　「三大疾病診断保険金補償初年度契約」とあるのは「がん診断保険金補

償初年度契約（この保険契約の始期日を満期日とし、この保険契約が継
続されてきた初めのがん診断保険金補償保険契約をいいます。）」

②　「三大疾病診断保険金補償保険契約」とあるのは「三大疾病診断保険金
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第１２条（特定疾病等対象外特約が適用される場合の取扱い）第１２条（特定疾病等対象外特約が適用される場合の取扱い）

第１３条（普通保険約款の不適用） 第１３条（普通保険約款の不適用） 

第１５条（準用規定）第１５条（準用規定）

第１４条（契約時の告知に関する特則） 第１４条（契約時の告知に関する特則） 

この保険契約に特定疾病等対象外特約が適用される場合には、同特約に
より疾病保険金を支払わない疾病については、保険金を支払いません。 

この特約については、普通保険約款基本条項第２条（保険料の払込方法）
（２）および第２２条（契約内容の登録）の規定は適用しません。 

この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎ
り、普通保険約款の規定を準用します。 

別表１「用語の説明」三大疾病の範囲
この特約の対象となる三大疾病の範囲は、平成６年１０月１２日総務庁

告示第７５号に定められた分類項目中、下記の分類コードに規定されたも
の（注１）とし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報
部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ＩＣＤ－１０（２００３年版）準
拠」によります。 

（１）普通保険約款基本条項第４条（契約時に告知いただく事項－告知義務）
（１）の規定にかかわらず、この保険契約が三大疾病診断保険金補償継続
契約である場合には、被保険者の疾病の発病の有無については、告知事
項とはしません。

（２）本条（１）の規定にかかわらず、三大疾病診断保険金補償初年度契約の後
に、この保険契約の支払条件について当社の保険責任を加重する場合に
は、被保険者の疾病の発病の有無についても、告知事項とします。この
場合において、普通保険約款基本条項第４条（契約時に告知いただく事
項－告知義務）（２）の規定を適用するときは、当社は、この三大疾病診
断保険金補償保険契約のうち当社の保険責任を加重した部分についての
み解除することができます。 

三大疾病の
種類 

分類項目 基本分類コード

1. 悪性新
生物

　（注２） 

口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 C00 〜 C14 
消化器の悪性新生物 C15 〜 C26 
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 C30 〜 C39 
骨および関節軟骨の悪性新生物 C40 〜 C41 
皮膚の黒色腫およびその他の皮膚の悪性新
生物 

C43 〜 C44 

中皮および軟部組織の悪性新生物 C45 〜 C49 
乳房の悪性新生物 C50 
女性生殖器の悪性新生物 C51 〜 C58 
男性生殖器の悪性新生物 C60 〜 C63 
腎尿路の悪性新生物 C64 〜 C68 
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の
悪性新生物 

C69 〜 C72 

甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生
物

C73 〜 C75 

部位不明確、続発部位および部位不明の悪
性新生物 

C76 〜 C80 

補償保険契約およびがん診断保険金補償保険契約」
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（注１）下記の分類コードに規定されたものには、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、
傷害および死因統計分類提要」において、新たな分類が施行された場合で、新たに悪性
新生物または上皮内新生物に分類された疾病があるときには、その疾病を含みます。 

（注２）悪性新生物とは、新生物の形態の性状コードが悪性または上皮内癌と明示されてい
るもの（注３）をいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類－腫瘍学 第３版」
に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第５桁コードが次のものをいい
ます。 

（注３）悪性または上皮内癌と明示されているものには、厚生労働省大臣官房統計情報部編
「国際疾病分類－腫瘍学」において、新たな分類が施行された場合で、新たに新生物の性
状を表す第５桁コードが悪性または上皮内癌とされた新生物があるときには、その新生
物を含みます。 

新生物の性状を表す第５桁性状コード 
／２・・・上皮内癌
　　　　　　上皮内
　　　　　　非浸潤性
　　　　　　非侵襲性
／３・・・悪性、原発部位
／６・・・悪性、転移部位
　　　　　　悪性、続発部位
／９・・・悪性、原発部位又は転移部位の別不詳

提出書類
（１）保険金請求書 
（２）保険証券 
（３）当社の定める疾病状況報告書 
（４）第１条（保険金を支払う場合）（１）のいずれかに該当したことを証明す

る医師（注１）の診断書
（５）入院日数または通院日数を記載した病院等の証明書類 
（６）死亡診断書または死体検案書（注２） 
（７）被保険者の印鑑証明書 
（８）当社が被保険者の症状・治療内容等について医師（注１）に照会し説明

を求めることについての同意書 

別表２（第６条（保険金の請求）関係）
保　険　金　請　求　書　類  

リンパ組織、造血組織および関連組織の悪
性新生物 

C81 〜 C96 

独立した（原発性）多部位の悪性新生物 C97 
上皮内新生物 D00 〜 D09 
真正赤血球増加症<多血症> D45 
骨髄異形成症候群 D46 
リンパ組織、造血組織および関連組織の
性状不詳または不明のその他の新生物（Ｄ
４７）のうち、 
・慢性骨髄増殖性疾患
・本態性(出血性)血小板血症

D47.1 
D47.3 

２. 急性心
筋梗塞 

虚血性心疾患(Ⅰ２０～Ⅰ２５)のうち、 
・急性心筋梗塞
・再発性心筋梗塞

Ⅰ21 
Ⅰ22 

３. 脳卒中 脳血管疾患(Ⅰ６０～Ⅰ６９)のうち、 
・くも膜下出血
・脳内出血
・脳梗塞

Ⅰ60 
Ⅰ61
Ⅰ63 
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（注１）医師とは、被保険者以外の医師をいいます。 
（注２）死亡診断書または死体検案書は、被保険者が死亡した場合に必要とします。 
（注３）委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険金の請求を第三者に

委任する場合に必要とします。 

「用語の説明」 
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」

による場合のほか、次のとおりとします。  
（５０音順） 

（２）疾病補償特約

（９）委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書（注３） 
（１０）その他当社が普通保険約款基本条項第１８条（保険金の支払）（１）に

定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または
証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めた
もの

用語 説明
い 医学上因果関係

がある疾病 
医学上重要な関係にある一連の疾病をいい、病
名を異にする場合であってもこれを同一の疾病
として取り扱います。例えば、高血圧症とこれ
に起因する心臓疾患または腎臓疾患等をいいま
す。 

医科診療報酬点
数表

手術または放射線治療を受けた時点において、
厚生労働省告示に基づき定められている医科診
療報酬点数表をいいます。 

さ 再入院 前の入院の原因となった疾病と医学上重要な関
係があると医師（注）が診断した結果、再度入
院することをいいます。 
（注）医師とは、被保険者以外の医師をいいます。 

し 歯科診療報酬点
数表

手術または放射線治療を受けた時点において、
厚生労働省告示に基づき定められている歯科診
療報酬点数表をいいます。 

死体の検案 死体について、死亡の事実を医学的に確認する
ことをいいます。 

疾病通院 疾病入院の終了後、その疾病入院の原因となっ
た疾病（注）の治療を直接の目的として通院し
た状態をいいます。 
（注）疾病入院の原因となった疾病には、第３条（疾病

入院保険金、疾病手術保険金および疾病放射線治療保
険金の計算）（７）の規定により、入院開始の直接の原
因となった疾病と異なる疾病による入院をあわせて１
回の疾病入院とみなす場合には、その異なる疾病を含
みます。 

疾病通院保険金
日額

この特約により補償される疾病が発生した場合
に、当社が被保険者に支払うべき保険金の基準
となる額であって、保険証券にその被保険者の
疾病通院保険金日額として記載された額をいい
ます。 

疾病入院 被保険者が第１条（保険金を支払う場合）の疾
病を発病し、その直接の結果として、治療を目
的として入院した状態をいいます。 
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疾病入院保険金
日額

この特約により補償される疾病が発生した場合
に、当社が被保険者に支払うべき保険金の基準
となる額であって、保険証券にその被保険者の
疾病入院保険金日額として記載された額をいい
ます。 

疾病保険金 この特約により補償される疾病が発生した場合
に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、
疾病入院保険金、疾病手術保険金、疾病放射線
治療保険金および疾病通院保険金をいいます。 

疾病補償継続契
約

疾病補償保険契約または他の疾病補償契約の満
期日（注）を始期日とする疾病補償保険契約ま
たは他の疾病補償契約をいいます。 
（注）満期日は、その疾病補償保険契約または他の疾病

補償契約が満期日前に解除または解約されていた場合
にはその解除日または解約日とします。また、保険責
任の終期の時刻が午後１２時の場合には、「満期日の翌
日」と読み替えます。

疾病補償初年度
契約

疾病補償継続契約以外の疾病補償保険契約また
は他の疾病補償契約をいいます。 

疾病補償保険契
約

この特約が適用される保険契約（注）をいいま
す。 
（注）この特約が適用される保険契約には、当社の他の

保険契約のうち当社が認めた保険契約を含みます。 
支払限度日数 支払対象期間内において、疾病入院保険金およ

び疾病通院保険金の支払の限度となる日数をい
い、疾病入院保険金および疾病通院保険金それ
ぞれについて、保険証券記載の期間または日数
とします。 

支払対象期間 次の期間をいい、疾病入院保険金および疾病通
院保険金それぞれについて、保険証券記載の期
間または日数とします。なお、疾病入院が中断
している期間がある場合にはその期間を含む継
続した期間をいいます。
①　免責期間の満了日の翌日から起算する疾病

入院保険金の支払対象となる期間
②　疾病入院の終了した日（注）の翌日から起

算する疾病通院保険金の支払対象となる期間 
（注）疾病入院の終了した日は、疾病入院保険金の支払

対象期間内に疾病入院が終了していない場合、疾病入
院の終了した日または疾病入院保険金の支払対象期間
が満了した日の翌日から起算して１８０日を経過した
日のうちいずれか早い日とします。 

手術 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 
①　公的医療保険制度における医科診療報酬点

数表に、手術料の算定対象として列挙されてい
る診療行為（注１）。ただし、次のいずれかに
該当するものを除きます。
ア．創傷処理
イ．皮膚切開術
ウ．デブリードマン
エ．骨または関節の非観血的または徒手的な

整復術、整復固定術および授動術
オ．抜歯手術
カ．鼻焼灼術（鼻粘膜、下甲介粘膜）
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第１条（保険金を支払う場合）第１条（保険金を支払う場合）
(１)	当社は、被保険者の身体に発病した疾病に対して、この特約および普通保

険約款の規定に従い、疾病保険金を被保険者に支払います。
(２)	当社は、本条(１)の疾病保険金のうち、保険証券に保険金日額が記載され

たものについて支払います。ただし、疾病手術保険金および疾病放射線治
療保険金については保険証券に疾病入院保険金日額が記載された場合に支
払います。

(３)	当社は、次表「保険期間との関係」に該当する場合に限り、疾病保険金を支
払います。

②　先進医療に該当する診療行為（注２）
（注１）手術料の算定対象として列挙されている診療行

為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象とし
て列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数
表においても手術料の算定対象として列挙されている
診療行為を含みます。 

（注２）先進医療に該当する診療行為とは、治療を直接
の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要
部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。た
だし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為なら
びに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、
放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 

せ 先進医療 手術または放射線治療を受けた時点において、
厚生労働省告示に基づき定められている評価療
養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいま
す。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定
める施設基準に適合する病院または診療所にお
いて行われるものに限ります。 

た 他の疾病補償契
約

疾病補償保険契約以外の当社があらかじめ認め
た疾病を補償する保険契約または共済契約をい
います。 

て 転入院 疾病の治療のために入院している患者がその疾
病の治療・検査を受けるために、医師（注）の
指示によって他の病院等に移ることをいいます。 
（注）医師とは、被保険者以外の医師をいいます。 

ひ 被保険者 この特約により補償の対象となる者であって、
保険証券記載の被保険者をいいます。 

病院等 次のいずれかの施設をいいます。 
①　日本国内の病院、または診療所
②　上記①と同等の日本国外の医療施設

ほ 放射線治療 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。  
①　医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定

対象として列挙されている診療行為（注）
②　先進医療に該当する放射線照射または温熱療

法による診療行為
（注）放射線治療料の算定対象として列挙されている診

療行為には、歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算
定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診
療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象とし
て列挙されている診療行為を含みます。 

め 免責期間 疾病入院保険金の支払の対象とならない期間を
いい、疾病入院保険金について、保険証券記載
の期間または日数とします。 
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第２条（保険金を支払わない場合） 第２条（保険金を支払わない場合） 

(４)	保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、
当社は、次のいずれかに該当する疾病に対しては、疾病保険金を支払いま
せん。

①　疾病入院（注１）の原因となった疾病（注２）を発病した時が保険期
間の開始時から保険料領収までの間であった場合において、その疾病入
院（注１）の原因となった疾病

②　疾病入院（注１）の開始時が保険期間の開始時から保険料領収までの
間であった場合において、その疾病入院（注１）の原因となった疾病

③　この保険契約が疾病補償継続契約であり、疾病入院（注１）の原因と
なった疾病（注２）を発病した時がこの保険契約が連続して継続されて
きたすべての疾病補償保険契約の保険期間の開始時からそれぞれの保
険契約の保険料領収までの間であった場合において、その疾病入院（注
１）の原因となった疾病 

（５）普通保険約款「用語の説明」に規定する支払事由は、この特約においては、
次の事由をいいます。

①　疾病入院保険金については、疾病入院を開始すること。
②　疾病手術保険金については、第３条（疾病入院保険金、疾病手術保険

金および疾病放射線治療保険金の計算）（９） ①または②のいずれかに該当
すること。

③　疾病放射線治療保険金については、第３条（疾病入院保険金、疾病手
術保険金および疾病放射線治療保険金の計算）(１３) ①または②のいずれ
かに該当すること。

④　疾病通院保険金については、疾病通院を開始すること。
（注１）「疾病入院」とあるのは、第３条（疾病入院保険金、疾病手術保険金および疾病放

射線治療保険金の計算）（９）②を適用する場合には「手術」、同条（１３）②を適用する
場合には「放射線治療」と読み替えます。

（注２）疾病には、その疾病と医学上因果関係がある疾病を含みます。

（１）当社は、次のいずれかに該当する事由によって発病した疾病に対しては、
疾病保険金を支払いません。

①　保険契約者（注１）または被保険者の故意または重大な過失
②　本条(１)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者（注２）の故意

または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合
には、保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。

③　被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
④　戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これ

らに類似の事変または暴動
⑤　核燃料物質（注３）もしくは核燃料物質（注３）によって汚染された

物（注４）の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に

保険金 保険期間との関係 
① 疾病入院保険金、第３条（疾病入院保

険金、疾病手術保険金および疾病放射
線治療保険金の計算）（９）①の疾病手
術保険金、同条（１３）①の疾病放射
線治療保険金または疾病通院保険金 

保険期間中に被保険者が疾病
入院を開始した場合 

② 第３条（疾病入院保険金、疾病手術保
険金および疾病放射線治療保険金の計
算）（９）②の疾病手術保険金

保険期間中に被保険者が疾病
の治療を直接の目的として手
術を受けた場合

③ 第３条（疾病入院保険金、疾病手術保
険金および疾病放射線治療保険金の計
算）（１３）②の疾病放射線治療保険金

保険期間中に被保険者が疾病
の治療を直接の目的として放
射線治療を受けた場合
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よる事故
⑥　本条(１)④もしくは⑤の事由に随伴して発生した事故またはこれらに

伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑦　本条（１)⑤以外の放射線照射または放射能汚染
⑧　治療を目的として医師（注５）が使用した場合以外における被保険者

の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、指定薬物（注６）等の使
用によって発病した疾病

　　ただし、本条(１)④から⑦までに該当する事由によって発生した疾病に
ついては、これらに該当した被保険者の数がこの保険の計算の基礎に及
ぼす影響が少ないと認めた場合は、当社は、その程度に応じ、保険金の
全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。なお、
この特約が適用される保険契約に疾病保険金が支払われる疾病入院に該
当した場合に保険金を支払う旨の規定のある他の特約が適用される場合、
その特約により支払う保険金についても同様とします。 

(２)当社は、次のいずれかに該当する疾病に対しては、疾病保険金を支払いま
せん。

①　被保険者が被った精神障害（注７）およびそれを原因として発病した
疾病

②　被保険者の妊娠または出産。ただし、異常妊娠、異常分娩または産 褥
じょく

期の異常（注８）の場合は、この規定を適用しません。
（３）当社は、被保険者が頸

けい

部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっ
ても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、そ
の症状の原因がいかなるときでも、疾病保険金を支払いません。

（４）当社は、被保険者が疾病（注９）を発病した時が次のいずれかに該当する
疾病（注９）に対しては、疾病保険金を支払いません。 

①　この保険契約が疾病補償初年度契約である場合は、保険期間の開始時
より前

②　この保険契約が疾病補償継続契約である場合は、この保険契約が継続
されてきた疾病補償初年度契約の保険期間の開始時より前。ただし、被
保険者が疾病（注９）を発病した時が、その疾病（注９）による入院（注
１０）を開始した日から保険契約の継続する期間を遡及して１年以前で
ある場合は、その疾病（注９）は、保険期間の開始時以降に発病したも
のとして取り扱います。

（注１）保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行する
その他の機関をいいます。 

（注２）保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業
務を執行するその他の機関をいいます。 

（注３）核燃料物質には、使用済燃料を含みます。 
（注４）核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。 
（注５）医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
（注６）指定薬物とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法

律（昭和３５年法律第１４５号）第２条（定義）第１５項に定める指定薬物をいいます。 
（注７）精神障害とは、具体的には、平成６年１０月１２日総務庁告示第７５号に定めら

れた分類項目中の分類コードＦ００からＦ９９までに規定されたものとし、分類項目の
内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要
ＩＣＤ－１０（２００３年版）準拠」によります。 

（注８）異常妊娠、異常分娩または産 褥
じょく

期の異常は、具体的には、平成６年１０月１２
日総務庁告示第７５号に定められた分類項目中の分類コードＯ００からＯ７９まで、Ｏ
８１からＯ９９までに規定されたものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣
官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ＩＣＤ－１０（２００３年版）
準拠」によります。

（注９）疾病には、その疾病と医学上因果関係がある疾病を含みます。
（注１０）「入院」とあるのは、第３条（疾病入院保険金、疾病手術保険金および疾病放射

線治療保険金の計算）( ９) ②を適用する場合には「手術」、同条 ( １３) ②を適用する場
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（１）	当社は、被保険者が疾病入院に該当し、その疾病入院が疾病入院の開始し
た日からその日を含めて疾病入院保険金の免責期間を超えて継続（注１）
したときは、その期間に対し、疾病入院保険金を被保険者に支払います。 

（２）	本条（１）の疾病入院保険金は、１回の疾病入院について、次の算式によっ
て算出した額とします。

(３）	本条（１）の期間には、臓器の移植に関する法律（平成９年法律第１０４号）
第６条（臓器の摘出）の規定によって、同条第４項で定める医師により「脳
死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合で
あって、その処置が同法附則第１１条に定める医療給付関係各法の規定に
基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置（注２）であるとき
には、その処置日数を含みます。

（４）	本条（２）の疾病入院の日数には次の日数を含みません。
①　疾病入院の開始した日からその日を含めて疾病入院保険金の免責期間

が満了するまでの間の疾病入院の日数
②　疾病入院保険金の支払対象期間が満了した日の翌日以降の疾病入院の

日数
③　１回の疾病入院について、疾病入院保険金を支払うべき日数の合計が

疾病入院保険金の支払限度日数に到達した日の翌日以降の疾病入院の日数 
（５）被保険者が疾病入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに疾病入院

保険金の支払を受けられる疾病を発病した場合であっても、当社は、その
期間に対し重複しては疾病入院保険金を支払いません。

（６）疾病入院が終了した後、被保険者が、その疾病入院の原因となった疾
病（注３）によって再入院に該当した場合は、後の疾病入院と前の疾病入
院とを合わせて１回の疾病入院とみなします。ただし、最終の入院の退院
日の翌日からその日を含めて１８０日を経過した日の翌日以降に再入院
に該当した場合は、新たな疾病入院とみなします。この場合において、新
たな疾病入院について疾病入院保険金を支払うべきときは、新たに免責期
間、支払対象期間および支払限度日数の規定を適用します。 

（７）	被保険者が、疾病入院保険金を支払うべき入院をした場合、入院開始時に
異なる疾病（注４）を併発していたときまたは入院中に異なる疾病（注４）
を併発したときは、入院開始の直接の原因となった疾病による１回の疾病
入院とみなします。

（８）	被保険者が、疾病入院保険金の支払対象とならない入院中に、疾病入院保
険金を支払うべき他の疾病を発病した場合は、その疾病を発病した時に疾
病入院が開始したものとして取り扱い、免責期間、支払対象期間および支
払限度日数の規定を適用します。

（９）	当社は、次のいずれかに該当した場合に、疾病手術保険金を被保険者に支
払います。

①　疾病入院保険金が支払われる場合に、被保険者が、疾病手術保険金支
払対象期間（注５）内に病院等において、疾病入院保険金を支払うべき
疾病の治療を直接の目的として手術を受けたとき。

②　本条（９）①以外の場合で、保険期間中に、被保険者が、病院等において、
疾病の治療を直接の目的として手術を受けたとき。

（１０）本条（９）の疾病手術保険金は、１回の手術（注６）について次の算式に
よって算出した額とします。

①　疾病入院保険金が支払われるか否かにかかわらず、入院中（注７）に

第３条（疾病入院保険金、疾病手術保険金および疾病放第３条（疾病入院保険金、疾病手術保険金および疾病放
　　　　射線治療保険金の計算） 　　　　射線治療保険金の計算） 

疾病入院
保険金の額 ＝ ×

疾病入院 
保険金日額 疾病入院の日数

合には、「放射線治療」と読み替えます。 
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（１８）本条（１７）の規定にかかわらず、この保険契約が疾病補償継続契約であ
る場合において、被保険者が疾病（注１０）を発病した時が、その疾病に
よる疾病入院（注９）を開始した日から保険契約の継続する期間を遡及し
て１年以前であるときは、この保険契約の支払条件により算出された額を

疾病放射線治療保険金の額 疾病入院保険金日額 ×　１０＝

被保険者が疾病入院（注９）の原因と
なった疾病（注1０）を発病した時 

疾病入院保険金、疾病手術保険金
および疾病放射線治療保険金の額

①　疾病補償初年度契約が他の疾病
補償契約である場合において、この
保険契約が継続されてきた初めの
疾病補償保険契約の保険期間の開
始時より前

初めの疾病補償保険契約の保険期
間の開始時の支払条件により算出
された額と、この保険契約の支払
条件により算出された額のうち、
いずれか低い額

②　この保険契約が継続されてきた
初めの疾病補償保険契約の保険期
間の開始時以降 

疾病入院（注９）の原因となった疾病
（注１０）を発病した時の疾病補償
保険契約の支払条件により算出さ
れた額と、この保険契約の支払条
件により算出された額のうち、い
ずれか低い額 

受けた手術の場合

②　本条（１０）①以外の手術の場合

(１１）被保険者が疾病手術保険金を支払うべき手術を同一の日に複数回受け
た場合は、それらの手術のうち疾病手術保険金の額の高いいずれか１つの
手術についてのみ疾病手術保険金を支払います。

（１２）医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施しても手術
料が１回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する
手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた
場合は、その手術に対して疾病手術保険金が支払われることとなった直前
の手術を受けた日からその日を含めて１４日以内に受けた手術に対して
は、疾病手術保険金を支払いません。

（１３）当社は、次のいずれかに該当した場合に、疾病放射線治療保険金を被保
険者に支払います。

①　疾病入院保険金が支払われる場合に、被保険者が、疾病放射線治療保
険金支払対象期間（注８）内に病院等において、疾病入院保険金を支払
うべき疾病の治療を直接の目的として放射線治療を受けたとき。

②　本条（１３）①以外の場合で、保険期間中に、被保険者が、病院等におい
て、疾病の治療を直接の目的として放射線治療を受けたとき。

（１４）本条（１３）の疾病放射線治療保険金は、１回の放射線治療について次の
算式によって算出した額とします。

（１５）被保険者が疾病放射線治療保険金を支払うべき放射線治療を同一の日
に複数回受けた場合は、それらの放射線治療のうちいずれか１つの放射線
治療についてのみ疾病放射線治療保険金を支払います。

（１６）被保険者が疾病放射線治療保険金を支払うべき放射線治療を複数回受
けた場合は、同一の診療行為について疾病放射線治療保険金が支払われる
こととなった直前の放射線治療を受けた日からその日を含めて６０日以
内に受けた放射線治療については、疾病放射線治療保険金を支払いません。

（１７）この保険契約が疾病補償継続契約である場合において、被保険者が疾病
入院（注９）の原因となった疾病（注１０）を発病した時がこの保険契約の
保険期間の開始時より前であるときの当社が支払うべき疾病入院保険金、
疾病手術保険金および疾病放射線治療保険金の額は、次のとおりとします。

疾病手術保険金の額 

疾病手術保険金の額

疾病入院保険金日額 

疾病入院保険金日額 

×　１０

×　５

＝

＝
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（１）当社は、被保険者が第１条（保険金を支払う場合）の疾病を発病し、第３
条（疾病入院保険金、疾病手術保険金および疾病放射線治療保険金の計算）
の規定に基づく疾病入院保険金が支払われる場合において、疾病通院に該
当したときは、その日数に対し、次の算式によって算出した額を疾病通院
保険金として被保険者に支払います。

（２）	当社は、本条（１）の規定にかかわらず、第３条（疾病入院保険金、疾病手
術保険金および疾病放射線治療保険金の計算）の疾病入院保険金を支払う
べき期間中の疾病通院に対しては、疾病通院保険金を支払いません。

（３）	本条（１）の疾病通院の日数には次の日数を含みません。
①　疾病通院保険金の支払対象期間が満了した日の翌日以降の疾病通院の

日数
②　１回の疾病入院について、疾病通院保険金を支払うべき日数の合計が

疾病通院保険金の支払限度日数に到達した日の翌日以降の疾病通院の日数
（４）	被保険者が疾病通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに疾病通院

保険金の支払を受けられる疾病を発病した場合であっても、当社は、その
期間に対し重複しては疾病通院保険金を支払いません。

（５）	疾病入院が終了した後、被保険者が、その疾病入院の原因となった疾
病（注１）によって最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて１８０
日以内に再入院に該当した場合は、後の疾病入院と前の疾病入院とを合わ
せて１回の疾病入院とみなし、後の疾病入院が終了した日をその疾病入院

疾病通院保険金の額 疾病通院保険金日額 疾病通院の日数×＝

第４条（疾病通院保険金の計算） 第４条（疾病通院保険金の計算） 

支払います。 
（注１）継続には、被保険者が転入院または再入院をした場合の転入院または再入院後の

期間を含みます。ただし、転入院または再入院を証する書類がある場合に限ります。 
（注２）医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置

には、医療給付関係各法の適用がない場合、医療給付関係各法の適用があれば、医療の
給付としてされたものとみなされる処置を含みます。 

（注３）疾病入院の原因となった疾病には、その疾病と医学上因果関係がある疾病を含み
ます。また、本条（７）の規定により、入院開始の直接の原因となった疾病と異なる疾病
による入院をあわせて１回の疾病入院とみなす場合には、その異なる疾病を含みます。 

（注４）異なる疾病とは、入院開始の直接の原因となった疾病以外で、疾病入院保険金が
支払われるべき入院の原因となる疾病をいいます。 

（注５）疾病手術保険金支払対象期間とは、疾病入院を開始した日からその日を含めて次
の期間を合計した日数に達するまでの期間をいいます。 

　　　ア．疾病入院保険金の免責期間の日数 
　　　イ．疾病入院保険金の支払対象期間の日数
（注６）１回の手術を２日以上にわたって受けた場合は、その手術の開始日についてのみ

手術を受けたものとします。また、医科診療報酬点数表に手術料が１日につき算定され
るものとして定められている手術に該当する場合は、その手術の開始日についてのみ手
術を受けたものとします。

（注７）入院中とは、第１条（保険金を支払う場合）の疾病を発病し、その直接の結果と
して入院している間をいいます。 

（注８）疾病放射線治療保険金支払対象期間とは、疾病入院を開始した日からその日を含
めて次の期間を合計した日数に達するまでの期間をいいます。 

　　　ア．疾病入院保険金の免責期間の日数 
　　　イ．疾病入院保険金の支払対象期間の日数
（注９）「疾病入院」とあるのは、本条 ( ９) ②を適用する場合には「手術」、本条 ( １３)

②を適用する場合には「放射線治療」と読み替えます。
（注１０）疾病には、その疾病と医学上因果関係がある疾病を含みます。  
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が終了した日として本条（１）から（４）までの規定を適用します。ただし、
この場合において、前の疾病入院の終了後、後の疾病入院が開始するまで
の期間中に被保険者が疾病通院に該当したときには、その日数を本条（１）
の疾病通院の日数に含めることとします。

（６）	この保険契約が疾病補償継続契約である場合において、被保険者が疾病入
院の原因となった疾病（注２）を発病した時がこの保険契約の保険期間の
開始時より前であるときの当社が支払うべき疾病通院保険金の額は、次の
とおりとします。

（１）保険金支払の対象とならない身体の障害の影響によって、第１条（保険金
を支払う場合）の疾病の程度が加重された場合は、当社は、その影響がな
かったときに相当する金額を支払います。

（２）正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしく
は保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第１条（保険
金を支払う場合）の疾病の程度が加重された場合も、本条（１）と同様の方
法で支払います。

（１）	被保険者が疾病による入院を開始した場合または疾病の治療のため手術
もしくは放射線治療を受けた場合は、保険契約者、被保険者または保険金
を受け取るべき者は、被保険者が入院を開始した日または手術もしくは放
射線治療を受けた日からその日を含めて３０日以内に、疾病の内容および
入院の状況等の詳細を当社に通知しなければなりません。この場合におい
て、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診
断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。

（２）	保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がな
く本条（１）の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について
知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた
場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金

第５条（他の身体の障害の影響） 第５条（他の身体の障害の影響） 

第６条（事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い） 第６条（事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い） 

被保険者が疾病入院の原因となった 
疾病（注２）を発病した時 

疾病通院保険金の額

①　疾病補償初年度契約が他の疾病
補償契約である場合において、この
保険契約が継続されてきた初めの
疾病補償保険契約の保険期間の開
始時より前

初めの疾病補償保険契約の保険期
間の開始時の支払条件により算出
された額と、この保険契約の支払
条件により算出された額のうち、
いずれか低い額 

②　この保険契約が継続されてきた
初めの疾病補償保険契約の保険期
間の開始時以降

疾病入院の原因となった疾病（注２）
を発病した時の疾病補償保険契約
の支払条件により算出された額
と、この保険契約の支払条件によ
り算出された額のうち、いずれか
低い額 

（７）本条（６）の規定にかかわらず、この保険契約が疾病補償継続契約である場 
合において、被保険者が疾病（注２）を発病した時が、その疾病による疾
病入院を開始した日から保険契約の継続する期間を遡及して１年以前で
あるときは、この保険契約の支払条件により算出された額を支払います。 

（注１）疾病入院の原因となった疾病には、その疾病と医学上因果関係がある疾病を含み
ます。また、第３条（疾病入院保険金、疾病手術保険金および疾病放射線治療保険金の
計算）（７）の規定により、入院開始の直接の原因となった疾病と異なる疾病による入院
をあわせて１回の疾病入院とみなす場合には、その異なる疾病を含みます。

 （注２）疾病には、その疾病と医学上因果関係がある疾病を含みます。 
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（１）	当社は、第６条（ 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い）の規
定による通知または普通保険約款基本条項第１７条（保険金の請求）およ
びこの特約第７条（保険金の請求）の規定による請求を受けた場合は、疾
病の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契
約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師
が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることがで
きます。

（２）	本条（１）の規定による診断または死体の検案のために要した費用（注）は、
当社が負担します。

（注）費用には、収入の喪失を含みません。 

（１）	普通保険約款基本条項第１７条（保険金の請求）（１）に定める時は、次に
掲げる時とします。

①　疾病入院保険金については、その被保険者の疾病の治療を目的とした
入院が終了した時、疾病入院保険金の支払対象期間が満了した日を経過
した時、または疾病入院保険金を支払うべき日数の合計が疾病入院保険
金の支払限度日数に到達した日を経過した時のいずれか早い時

②　疾病手術保険金については、その被保険者が疾病の治療を直接の目的
とした手術を受けた時

③　疾病放射線治療保険金については、その被保険者が疾病の治療を直接
の目的とした放射線治療を受けた時

④　疾病通院保険金については、その被保険者の疾病の治療を目的とした
通院が終了した時、疾病通院保険金の支払対象期間が満了した日を経過
した時、または疾病通院保険金を支払うべき日数の合計が疾病通院保険
金の支払限度日数に到達した日を経過した時のいずれか早い時

（２）普通保険約款基本条項第１７条（保険金の請求）（２）に規定する書類は、
別表に掲げる書類とします。

（１）普通保険約款基本条項第１８条（保険金の支払）（１）の規定にかかわらず、
疾病入院保険金を支払うべき場合において、保険金支払の対象となる入院
期間が１か月以上継続したときには、当社は、被保険者または保険金を受
け取るべき者の申出ならびに普通保険約款基本条項第１７条（保険金の請
求）（２）および（５）の書類の提出により保険金の内払を行います。

（２）本条（１）の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険
金を受け取るべき者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国
内において、日本国通貨をもって行うものとします。 

第９条（当社の指定する医師が作成した診断書等の要求） 第９条（当社の指定する医師が作成した診断書等の要求） 

第７条（保険金の請求） 第７条（保険金の請求） 

第８条（保険金の内払） 第８条（保険金の内払） 

を支払います。

当社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続
人がその疾病について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移
転しません。 

（１）この保険契約の契約年令は、満年令で計算します。
（２）保険申込書に記載された被保険者の契約年令に誤りがあった場合には、次

のとおり取り扱います。

第１０条（代位） 第１０条（代位） 

第１１条（契約年令の計算方法および誤りの場合の取扱い） 第１１条（契約年令の計算方法および誤りの場合の取扱い） 
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この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎ
り、普通保険約款の規定を準用します。 

第１３条（準用規定） 第１３条（準用規定） 

提出書類
（１）保険金請求書
（２）保険証券

別表（第７条（保険金の請求）関係） 
保　険　金　請　求　書　類 

（１）	普通保険約款基本条項第４条（契約時に告知いただく事項－告知義務）（１）
の規定にかかわらず、この保険契約が疾病補償継続契約である場合には、
被保険者の疾病の発病の有無については、告知事項とはしません。

（２）	本条（１）の規定にかかわらず、疾病補償初年度契約の後に、この保険契約
の支払条件について当社の保険責任を加重する場合には、被保険者の疾病
の発病の有無についても、告知事項とします。この場合において、普通保
険約款基本条項第４条（契約時に告知いただく事項－告知義務）（２）の規
定を適用するときは、当社は、この疾病補償保険契約のうち当社の保険責
任を加重した部分についてのみ解除することができます。 

第１２条（契約時の告知に関する特則） 第１２条（契約時の告知に関する特則） 

①　正しい契約年令が保険契約締結の当時、当社の定める引受対象年令の
範囲外であった場合には、当社は、この特約を取り消すことができるも
のとします。当社がこの特約を取り消した場合は、既に払い込まれたこ
の特約の保険料の全額を保険契約者に返還します。

②　正しい契約年令が保険契約締結の当時、当社の定める引受対象年令の
範囲内であった場合には、初めから正しい契約年令に基づいて疾病補償
保険契約を締結したものとみなします。この場合において、既に払い込
まれたこの特約の保険料が正しい契約年令に基づいた保険料と異なると
きは、その差額を返還し、または追加保険料を請求します。

（３）当社は、保険契約者が本条（２）②の規定による追加保険料の払込みを怠っ
た場合（注１）は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特
約を解除することができます。

（４）本条（２）②の規定による追加保険料を請求する場合において、本条（３）の
規定によりこの特約を解除できるときは、次のいずれかに該当する被保険
者の疾病入院（注２）もしくは疾病通院または被保険者が受けた手術（注３）
もしくは放射線治療（注４）に対しては、当社は、誤った契約年令に基づい
たこの特約の保険料の正しい契約年令に基づいたこの特約の保険料に対す
る割合により、疾病保険金を削減して支払います。

①　契約年令を誤った疾病補償保険契約の保険期間の開始時から、追加保
険料を領収した時までの期間中に発病した疾病による疾病入院（注２）、
疾病通院、手術（注３）または放射線治療（注４）

②　契約年令を誤った疾病補償保険契約の保険期間の開始時から、追加保
険料を領収した時までの期間中に開始された疾病入院（注２）、疾病通院、
手術（注３）または放射線治療（注４）

（注１）追加保険料の払込みを怠った場合とは、当社が、保険契約者に対し追加保険料を
請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合をいいます。

 （注２）疾病入院には、第３条（疾病入院保険金、疾病手術保険金および疾病放射線治療
保険金の計算）( ９) ①の手術および同条 ( １３) ①の放射線治療を含みます。

（注３）手術とは、第３条（疾病入院保険金、疾病手術保険金および疾病放射線治療保険金
の計算）( ９) ②の手術をいいます。

（注４）放射線治療とは、第３条（疾病入院保険金、疾病手術保険金および疾病放射線治療
保険金の計算）( １３) ②の放射線治療をいいます。
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当社は、この特約により、疾病補償特約第２条（保険金を支払わない場
合）（２）①の規定にかかわらず、特定精神障害およびそれを原因として発病
した疾病に対して、疾病保険金を支払います。 

第１条（保険金を支払う場合）第１条（保険金を支払う場合）

（注１）医師とは、被保険者以外の医師をいいます。 
（注２）死亡診断書または死体検案書は、被保険者が死亡した場合に必要とします。 
（注３）委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険金の請求を第三者

に委任する場合に必要とします。 

「用語の説明」 
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」

による場合のほか、次のとおりとします。 
用語 説明

と 特定精神障害 次の精神障害をいいます。
総務庁告示分類項目（注）中の分類コード
Ｆ００からＦ０９またはＦ２０からＦ９９
に該当する精神障害 
（注）総務庁告示分類項目とは、平成６年１０月１２

日総務庁告示第７５号に定められた分類項目を
いい、分類項目の内容については、厚生労働省大
臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統
計分類提要 ＩＣＤ－１０（２００３年版）準拠」
によります。 

（３）特定精神障害補償特約

（３）当社の定める疾病状況報告書
（４）疾病の程度または手術もしくは放射線治療の内容を証明する医師（注１）

の診断書
（５）入院日数または通院日数を記載した病院等の証明書類
（６）死亡診断書または死体検案書（注２）
（７）被保険者の印鑑証明書
（８）当社が被保険者の症状・治療内容等について医師（注１）に照会し説明

を求めることについての同意書 
（９）委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書（注３）
（１０）その他当社が普通保険約款基本条項第１８条（保険金の支払）（１）

に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類また
は証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定め
たもの

この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎ
り、普通保険約款の規定を準用します。 

第２条（準用規定） 第２条（準用規定） 
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（１）	当社は、この特約により、被保険者の三大疾病の治療を目的とする入院お
よび通院の期間ならびに手術および放射線治療に限り、疾病保険金を支払
います。

（２）	被保険者が、三大疾病以外の疾病による入院中に、三大疾病の治療を目的
とする入院（注）を開始した場合は、その三大疾病の治療を目的とする入
院（注）を開始した日を被保険者が疾病入院を開始した日とみなし、疾病
補償特約および普通保険約款の規定を適用します。

（注）三大疾病の治療を目的とする入院とは、その三大疾病のみによっても入院の必要があ
るものに限ります。 

この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎ
り、疾病補償特約および普通保険約款の規定を準用します。 

第１条（保険金を支払う場合）第１条（保険金を支払う場合）

第２条（準用規定） 第２条（準用規定） 

別表 三大疾病の範囲 
この特約の対象となる三大疾病の範囲は、平成６年１０月１２日総務庁

告示第７５号に定められた分類項目中、下記の分類コードに規定されたも
の（注１）とし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報
部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ＩＣＤ－１０（２００３年版）準
拠」によります。 

三大疾病の種類 分類項目 基本分類コード
1. 悪性新生物
　（注２） 

口唇、口腔および咽頭の悪性新生
物 

Ｃ００～Ｃ１４ 

消化器の悪性新生物 Ｃ１５～Ｃ２６ 
呼吸器および胸腔内臓器の悪性
新生物 

Ｃ３０～Ｃ３９ 

骨および関節軟骨の悪性新生物 Ｃ４０～Ｃ４１ 
皮膚の黒色腫およびその他の皮
膚の悪性新生物 

Ｃ４３～Ｃ４４ 

中皮および軟部組織の悪性新生
物

Ｃ４５～Ｃ４９ 

乳房の悪性新生物 Ｃ５０
女性生殖器の悪性新生物 Ｃ５１～Ｃ５８ 
男性生殖器の悪性新生物 Ｃ６０～Ｃ６３ 
腎尿路の悪性新生物 Ｃ６４～Ｃ６８ 
眼、脳およびその他の中枢神経系
の部位の悪性新生物 

Ｃ６９～Ｃ７２ 

甲状腺およびその他の内分泌腺
の悪性新生物

Ｃ７３～Ｃ７５ 

部位不明確、続発部位および部位
不明の悪性新生物 

Ｃ７６～Ｃ８０ 

「用語の説明」 
この特約において使用される用語の説明は、疾病補償特約「用語の説明」

および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。 
用語 説明

さ 三大疾病 別表に掲げる三大疾病をいいます。

（４）三大疾病のみ補償特約
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（注１）下記の分類コードに規定されたものには、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾
病、傷害および死因統計分類提要」において、新たな分類が施行された場合で、新たに
悪性新生物または上皮内新生物に分類された疾病があるときには、その疾病を含みます。 

（注２）悪性新生物とは、新生物の形態の性状コードが悪性または上皮内癌と明示されて
いるもの（注３）をいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類－腫瘍学 第
３版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第５桁コードが次のもの
をいいます。 

（注３）悪性または上皮内癌と明示されているものには、厚生労働省大臣官房統計情報部
編「国際疾病分類－腫瘍学」において、新たな分類が施行された場合で、新たに新生物
の性状を表す第５桁コードが悪性または上皮内癌とされた新生物があるときには、その
新生物を含みます。 

新生物の性状を表す第５桁性状コード 
／２ ・・・上皮内癌
　　　　　　上皮内
　　　　　　非浸潤性
　　　　　　非侵襲性
／３ ・・・悪性、原発部位
／６ ・・・悪性、転移部位
　　　　　　悪性、続発部位
／９ ・・・悪性、原発部位又は転移部位の別不詳

（５）疾病手術保険金等支払倍率変更特約

この特約を適用する保険契約については、疾病補償特約第３条（疾病入
院保険金、疾病手術保険金および疾病放射線治療保険金の計算）（１０）の規
定を次のとおり読み替えて適用します。 
「 （１０）本条（９）の疾病手術保険金は、１回の手術（注６）について次の

算式によって算出した額とします。 
①　疾病入院保険金が支払われるか否かにかかわらず、入院中（注７）

第１条（疾病手術保険金の支払条件の変更） 第１条（疾病手術保険金の支払条件の変更） 

リンパ組織、造血組織および関連
組織の悪性新生物

Ｃ８１～Ｃ９６ 

独立した（原発性）多部位の悪性新
生物 

Ｃ９７ 

上皮内新生物 Ｄ００～Ｄ０９ 
真正赤血球増加症<多血症> Ｄ４５ 
骨髄異形成症候群 Ｄ４６ 
リンパ組織、造血組織および関連
組織の性状不詳または不明のその
他の新生物（Ｄ４７）のうち、 
・慢性骨髄増殖性疾患
・本態性（出血性）血小板血症

Ｄ４７．１ 
Ｄ４７．３ 

２．急性心筋梗塞 虚血性心疾患（Ⅰ２０～Ⅰ２５）
のうち、 
 ・急性心筋梗塞 Ⅰ２１ 

３．脳卒中 脳血管疾患（Ⅰ６０～Ⅰ６９）の
うち、 
・ くも膜下出血
・ 脳内出血
・ 脳梗塞

Ⅰ６０ 
Ⅰ６１ 
Ⅰ６３ 
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　に受けた手術の場合

②　本条（１０）①以外の手術の場合

疾病手術保険金の額 

疾病手術保険金の額

疾病入院保険金日額 

疾病入院保険金日額 

×　２０

」
×　５

＝

＝

（６）告知義務違反による解除の期間に関す
　　 る特約

（１）当社は、普通保険約款またはこれに適用される他の特約の告知義務の規定
により、この保険契約の全部または一部を解除することができる場合（注１）
であっても、支払責任の開始する日（注２）からその日を含めて１年以内
に、被保険者の身体障害を原因とする保険金の支払事由がこの保険契約ま
たはこの保険契約から継続された以降の保険契約に発生しなかったとき
は、解除を行いません。

（２）当社の保険責任の加重を行う際に保険契約者または被保険者が行うべき
告知についても本条（１）と同様に取り扱います。

（３）本条（１）および（２）の規定は、告知義務違反への該当の都度それぞれ独立
して適用します。

（注１）この保険契約の全部または一部を解除することができる場合とは、本条 (３) にお
いて「告知義務違反への該当」といいます。 

（注２）支払責任の開始する日とは、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保
険期間の開始時をいい、保険期間開始後一定の期間内に発生した身体障害に対しては保
険金を支払わないことが規定されている場合は、その期間の終了日の翌日とします。 

この特約を適用する保険契約については、疾病補償特約第３条（疾病入
院保険金、疾病手術保険金および疾病放射線治療保険金の計算）（１４）の規
定を次のとおり読み替えて適用します。 
「 （１４）本条（１３）の疾病放射線治療保険金は、１回の放射線治療につい

て次の算式によって算出した額とします。 

この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎ
り、疾病補償特約および普通保険約款の規定を準用します。 

第１条（告知義務違反による解除の特則） 第１条（告知義務違反による解除の特則） 

第２条（疾病放射線治療保険金の支払条件の変更）第２条（疾病放射線治療保険金の支払条件の変更）

第３条（準用規定）第３条（準用規定）

１０

」

疾病放射線治療
保険金の額 ＝ ×

疾病入院 
保険金日額 
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２．ケガと病気の補償に関する特約

「用語の説明」 
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」

による場合のほか、次のとおりとします。 
（５０音順） 

（７）先進医療・拡大治験・患者申出療養
　　  費用保険金補償特約

用語 説明
い 医学上因果関係

がある疾病
医学上重要な関係にある一連の疾病をいい、病名
を異にする場合であってもこれを同一の疾病とし
て取り扱います。例えば、高血圧症とこれに起因
する心臓疾患または腎臓疾患等をいいます。 

か 拡大治験 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全
性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第
１４５号）第２条第１７項に規定する治験に係
る診療のうち、人道的見地から実施される治験

（注）をいいます。
（注）人道的見地から実施される治験とは、医薬品の臨

床試験の実施の基準に関する省令（平成９年厚生省令
第２８号）第２条第２９項、医療機器の臨床試験の実
施の基準に関する省令（平成１７年厚生労働省令第
３６号）第２条第２９項または再生医療等製品の臨床
試験の実施の基準に関する省令（平成２６年厚生労働
省令第８９号）第２条第２９項に規定する拡大治験を
いいます。

患者申出療養 厚生労働省告示に基づき定められている患者申
出療養をいいます。ただし、その療養を適切に
実施できるものとして主務大臣に個別に認めら
れた病院または診療所において行われるものに
限ります。

し 死体の検案 死体について、死亡の事実を医学的に確認する
ことをいいます。

身体障害 傷害（注）または疾病をいいます。
（注）傷害には、傷害の原因となった事故を含みます。

身体障害を被っ
た時

次のいずれかの時をいいます。
① 傷害については、傷害の原因となった事故発　
　生の時
② 疾病については、医師（注１）の診断による
　疾病（注２）の発病の時
（注１）医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
（注２）疾病には、その疾病と医学上因果関係がある疾

病を含みます。
せ 先進医療 治療を受けた日現在において、厚生労働省告示

に基づき定められている評価療養のうち、別に
主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先
進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に
適合する病院等において行われるものに限り
ます。
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先進医療・拡大
治験・患者申出
療養費用補償継
続契約

先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償保
険契約または他の先進医療・拡大治験・患者申
出療養費用補償契約の満期日（注）を始期日と
する先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補
償保険契約または他の先進医療・拡大治験・患
者申出療養費用補償契約をいいます。
（注）満期日は、その先進医療・拡大治験・患者申出療

養費用補償保険契約または他の先進医療・拡大治験・
患者申出療養費用補償契約が満期日前に解除または解
約されていた場合にはその解除日または解約日としま
す。また、保険責任の終期の時刻が午後１２時の場合
には、「満期日の翌日」と読み替えます。

先進医療・拡大
治験・患者申出
療養費用補償初
年度契約

先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償継
続契約以外の先進医療・拡大治験・患者申出療
養費用補償保険契約または他の先進医療・拡大
治験・患者申出療養費用補償契約をいいます。

先進医療・拡大
治験・患者申出
療養費用補償保
険契約

この特約が適用される保険契約（注）をいいます。
（注）この特約が適用される保険契約には、当社の他の

保険契約のうち当社が認めた保険契約を含みます。

た 退院 入院している患者が、常に医師の管理下におい
て治療に専念している必要がなくなり、病院等
を出ることをいいます。

他の先進医療・
拡大治験・患者
申出療養費用補
償契約

先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償保
険契約以外の当社があらかじめ認めた身体に発
生した障害による先進医療、拡大治験または患
者申出療養に伴う費用を補償する保険契約また
は共済契約をいいます。

て 転入院 身体障害の治療のために入院している患者が先
進医療、拡大治験または患者申出療養を受ける
ために、医師（注）の指示によって他の病院等
に移ることをいいます。
（注）医師とは、被保険者以外の医師をいいます。

ひ 被保険者 この特約により補償の対象となる者であって、
保険証券記載の被保険者をいいます。

病院等 日本国内の病院または診療所をいいます。

ほ 保険金 この特約により補償される損害が発生した場合
に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、
先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金
をいいます。

保険金額 この特約により補償される損害が発生した場合
に当社が支払うべき保険金の
限度額であって、保険証券記載のこの特約の保
険金額をいいます。

（１）当社は、被保険者が身体障害を被り、その治療のために病院等において
先進医療、拡大治験または患者申出療養を受け、被保険者がその費用を負
担したことによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の
規定に従い、保険金を被保険者に支払います。

（２）当社は、保険期間中に被保険者が先進医療、拡大治験または患者申出療
養を受けた場合に限り、保険金を支払います。

第１条（保険金を支払う場合） 第１条（保険金を支払う場合） 
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（３）保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、
当社は、次のいずれかに該当する身体障害に対しては、保険金を支払いま
せん。

① 先進医療、拡大治験または患者申出療養を受ける原因となった身体障害
を被った時が保険期間の開始時から保険料領収までの間であった場合に
おいて、その先進医療、拡大治験または患者申出療養を受ける原因となっ
た身体障害

② 先進医療、拡大治験または患者申出療養を受けた時が保険期間の開始時
から保険料領収までの間であった場合において、その先進医療、拡大治
験または患者申出療養を受ける原因となった身体障害

③ この保険契約が先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償継続契約で
あり、先進医療、拡大治験または患者申出療養を受ける原因となった身
体障害を被った時がこの保険契約が連続して継続されてきたすべての先
進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償保険契約の保険期間の開始時
からそれぞれの保険契約の保険料領収までの間であった場合において、
その先進医療、拡大治験または患者申出療養を受ける原因となった身体
障害

（１）当社は、次のいずれかに該当する事由によって被保険者が傷害を被り先
進医療、拡大治験または患者申出療養を受けた場合には、保険金を支払い
ません。

① 保険契約者（注１）または被保険者の故意または重大な過失。ただし、
保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。

② 本条（１）①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者（注２）の故
意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場
合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。

③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為。ただし、保険金を支払
わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。

④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故。ただし、保険金
を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
ア．被保険者が法令に定められた運転資格（注３）を持たないで自動車

等を運転している間
イ．被保険者が道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第６５条（酒

気帯び運転等の禁止）第１項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を
運転している間

ウ．被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、指定薬物（注
４）等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車
等を運転している間

⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これら
に類似の事変または暴動

⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質（注５）もしくは核燃料物質（注５）によって汚染された物
（注６）の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による
事故

⑧ 本条（１）⑤から⑦までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに
伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故

⑨ 本条（１）⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑩ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、保険金を支払わない

のはその被保険者の被った傷害に限ります。
⑪ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑫ 当社が傷害保険金を支払うべき傷害の治療以外の被保険者に対する外科

的手術その他の医療処置
⑬ 被保険者に対する刑の執行

第２条（保険金を支払わない場合－その１） 第２条（保険金を支払わない場合－その１） 
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（２）当社は、被保険者が頸
けい

部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっ
ても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、そ
の症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。

（３）当社は、次のいずれかに該当する事由によって被保険者が疾病を発病し
先進医療、拡大治験または患者申出療養を受けた場合には、保険金を支払
いません。

① 保険契約者（注１）または被保険者の故意または重大な過失
② 本条（３）①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者（注２）の故

意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場
合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。

③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これら

に類似の事変または暴動
⑤ 核燃料物質（注５）もしくは核燃料物質（注５）によって汚染された物
（注６）の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による
事故

⑥ 本条（３）④もしくは⑤の事由に随伴して発生した事故またはこれらに
伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故

⑦ 本条（３）⑤以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ 治療を目的として医師（注７）が使用した場合以外における被保険者の

麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、指定薬物（注４）等の使用によっ
て発病した疾病ただし、本条（３）④から⑦までに該当する事由によっ
て発生した疾病については、これらに該当した被保険者の数がこの保険
の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めた場合は、当社は、その程度
に応じ、保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うこと
があります。

（４）当社は、次のいずれかに該当する疾病に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が被った精神障害（注８）およびそれを原因として発病した疾

病
② 被保険者の妊娠または出産。ただし、異常妊娠、異常分娩または産 褥

じょく

期の異常（注９）の場合は、この規定を適用しません。
（５）当社は、被保険者が身体障害を被った時が次のいずれかに該当する身体

障害に対しては、保険金を支払いません。
① この保険契約が先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償初年度契約

である場合は、保険期間の開始時より前
② この保険契約が先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償継続契約で

ある場合は、この保険契約が継続されてきた先進医療・拡大治験・患者
申出療養費用補償初年度契約の保険期間の開始時より前。ただし、被保
険者が身体障害を被った時が、その身体障害の治療のために先進医療、
拡大治験または患者申出療養を受けた日から保険契約の継続する期間を
遡及して１年以前である場合は、その身体障害は、保険期間の開始時以
降に発生したものとして取り扱います。

（注１）保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するそ
の他の機関をいいます。

（注２）保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務
を執行するその他の機関をいいます。

（注３）法令に定められた運転資格とは、運転する地における法令によるものをいいます。
（注４）指定薬物とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法

律（昭和３５年法律第１４５号）第２条（定義）第１５項に定める指定薬物をいいます。
（注５）核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
（注６）核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
（注７）医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
（注８）精神障害とは、具体的には、平成６年１０月１２日総務庁告示第７５号に定められ

た分類項目中の分類コードＦ００からＦ９９までに規定されたものとし、分類項目の内
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第３条（保険金を支払わない場合－その２） 第３条（保険金を支払わない場合－その２） 
当社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故によって

傷害を被り、その傷害の治療のために被保険者が先進医療、拡大治験また
は患者申出療養を受けた場合には、保険金を支払いません。ただし、保険
金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。

容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 
ＩＣＤ－１０（２００３年版）準拠」によります。

（注９）異常妊娠、異常分娩または産 褥
じょく

期の異常は、具体的には、平成６年１０月１２
日総務庁告示第７５号に定められた分類項目中の分類コードＯ００からＯ７９まで、Ｏ
８１からＯ９９までに規定されたものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣
官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ＩＣＤ－１０（２００３年版）
準拠」によります。

第４条（支払保険金の計算） 第４条（支払保険金の計算） 
（１）当社は、被保険者が身体障害を被り、その治療のために先進医療、拡大

治験または患者申出療養を受け、その費用を負担した場合に、被保険者が
先進医療・拡大治験・患者申出療養費用を負担したことにより被った損害
の額を、保険金として被保険者に支払います。ただし、保険期間を通じ、
保険金額をもって限度とします。

　　なお、先進医療・拡大治験・患者申出療養費用とは、次の費用をいいます。
① 先進医療、拡大治験または患者申出療養に要する費用（注１）
② 次に掲げる交通費

ア．本条（１）①の先進医療、拡大治験または患者申出療養を受けるた
めに必要とした病院等までの交通費

イ．医師（注２）が必要と認めた病院等への転入院のために必要とした
交通費

ウ．退院のために必要とした病院等から住居までの交通費
③ 先進医療、拡大治験または患者申出療養を受けるために必要とした宿泊

費。ただし、１泊につき１万円を限度とします。
（２）次のいずれかの給付等がある場合は、その額を被保険者が負担した本条

（１）の先進医療・拡大治験・患者申出療養費用の額から差し引いた残額
を本条（１）の損害の額とします。

① 被保険者が負担した本条（１）の先進医療・拡大治験・患者申出療養費
用について第三者により支払われた損害賠償金

② 被保険者が被った損害を補償するために行われたその他の給付（注３）
（３）この保険契約が先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償継続契約で

ある場合において、被保険者が先進医療、拡大治験または患者申出療養を
受ける原因となった身体障害を被った時がこの先進医療・拡大治験・患者

① 被保険者が別表１に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者の職業が別表２に掲げるもののいずれかに該当する場合におい

て、被保険者がその職業に従事している間
③ 被保険者が次のいずれかに該当する間

ア．乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、本条②ウ．に該当す
る場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間につい
ては、保険金を支払います。

イ．乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技
等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、本条
③ウ．に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様に
より自動車等を使用している間については、保険金を支払います。

ウ．法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状
態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方
法・態様により自動車等を使用している間
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被保険者が先進医療、拡大治験または
患者申出療養を受ける原因となった身

体障害を被った時  
保険金の額

①　先進医療・拡大治験・患者申出
療養費用補償初年度契約が他の先
進医療・拡大治験・患者申出療養
費用補償契約である場合において、
この保険契約が継続されてきた初
めの先進医療・拡大治験・患者申
出療養費用補償保険契約の保険期
間の開始時より前

初めの先進医療・拡大治験・患者
申出療養費用補償保険契約の保険
期間の開始時の支払条件により算
出された額と、この保険契約の支
払条件により算出された額のう
ち、いずれか低い額 

②　この保険契約が継続されてきた
初めの先進医療・拡大治験・患者
申出療養費用補償保険契約の保険
期間の開始時以降 

先進医療、拡大治験または患者申
出療養を受ける原因となった身体
障害を被った時の先進医療・拡大
治験・患者申出療養費用補償保険
契約の支払条件により算出された
額と、この保険契約の支払条件に
より算出された額のうち、いずれ
か低い額 

申出療養費用補償保険契約の保険期間の開始時より前であるときの当社が
支払うべき保険金の額は、次のとおりとします。

（４）本条（３）の規定にかかわらず、この保険契約が先進医療・拡大治験・
患者申出療養費用補償継続契約である場合において、被保険者が身体障害
を被った時が、その身体障害の治療のために先進医療、拡大治験または患
者申出療養を受けた日から保険契約の継続する期間を遡及して１年以前で
あるときは、この保険契約の支払条件により算出された額を支払います。

（注１）先進医療、拡大治験または患者申出療養に要する費用とは、先進医療、拡大治験ま
たは患者申出療養を受けた場合の費用のうち、保険外併用療養費およびこれに伴う一部
負担金以外の費用をいいます。ただし、保険外併用療養費には、保険外併用療養費に相
当する家族療養費を含みます。なお、保険外併用療養費とは、公的医療保険制度から給
付される部分をいい、一部負担金とは公的医療保険制度と同様の本人負担金をいいます。

（注２）医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
（注３）被保険者が被った損害を補償するために行われたその他の給付には、他の保険契約

等により支払われた本条（１）の先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金に相当
する保険金または共済金を含みません。

第５条（他の保険契約等がある場合の取扱い） 第５条（他の保険契約等がある場合の取扱い） 
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額（注１）の

合計額が、損害の額（注２）を超えるときは、当社は、次表に定める額を
保険金の額とします。

区分 支払保険金の額 
①　他の保険契約等か

ら保険金または共済
金が支払われていな
い場合

この保険契約の支払責任額（注１）

②　他の保険契約等から
保険金または共済金が
支払われた場合

損害の額（注２）から、他の保険契約等から支払
われた保険金または共済金の合計額を差し引
いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額

（注１）を限度とします。
（注１）支払責任額とは、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約また

は共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
（注２）損害の額とは、第４条（支払保険金の計算）（１）および（２）に規定する損害の

額をいい、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのう
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ち最も低い免責金額を差し引いた額とします。 

（１）保険金支払の対象とならない身体障害の影響によって、保険金を支払う
べき身体障害の程度が加重された場合は、当社は、その影響がなかったと
きに相当する金額を支払います。

（２）正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしく
は保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより保険金を支払
うべき身体障害の程度が加重された場合も、本条（１）と同様の方法で支
払います。

第６条（他の身体障害の影響） 第６条（他の身体障害の影響） 

（１）被保険者が保険契約者以外の者である場合には、その被保険者は、保険
契約者との別段の合意があるときを除き、保険契約者に対しこの特約を解
約（注）することを求めることができます。

（２）保険契約者は、本条（１）に規定する解約請求があった場合は、当社に
対する通知をもって、この特約を解約（注）しなければなりません。

（３）本条（２）の規定により、保険契約者がこの特約を解約（注）した場合には、
当社は、保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し
引いて、その残額を返還します。

（注）解約する範囲は、その被保険者に係る部分とします。

第７条（被保険者による特約の解約請求） 第７条（被保険者による特約の解約請求） 

（１）被保険者が第４条（支払保険金の計算）（１）の先進医療、拡大治験また
は患者申出療養を受けた場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受
け取るべき者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。

① 先進医療、拡大治験または患者申出療養を受けた日からその日を含めて
３０日以内に、先進医療、拡大治験または患者申出療養の内容を当社に
通知すること。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明
を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応
じなければなりません。

② 他の保険契約等の有無および内容（注）について遅滞なく当社に通知す
ること。

（２）保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、本条（１）のほか、
当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞
なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力しなければなりま
せん。

（３）保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がな
く本条（１）または（２）の規定に違反した場合、または本条（１）の通
知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実
と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の
額を差し引いて保険金を支払います。

（注）他の保険契約等の有無および内容には、既に他の保険契約等から保険金または共済金
の支払を受けた場合、その事実を含みます。

第８条（事故発生時の義務および義務違反の場合の第８条（事故発生時の義務および義務違反の場合の
　　　　取扱い） 　　　　取扱い） 

（１）普通保険約款基本条項第１７条（保険金の請求）（１）に定める時は、損
害が発生した時とします。

（２）普通保険約款基本条項第１７条（保険金の請求）（２）に規定する書類は、
別表３に掲げる書類とします。

第９条（保険金の請求） 第９条（保険金の請求） 
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（１）当社は、第８条（事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い）の
規定による通知または普通保険約款基本条項第１７条（保険金の請求）お
よびこの特約第９条（保険金の請求）の規定による請求を受けた場合は、
身体障害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定す
る医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めること
ができます。

（２）本条（１）の規定による診断または死体の検案のために要した費用（注）
は、当社が負担します。

（注）費用には、収入の喪失を含みません。

第 1 ０条（当社の指定する医師が作成した診断書等の要求） 第 1 ０条（当社の指定する医師が作成した診断書等の要求） 

（１）損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権（注）
を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったとき
は、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」
を限度とします。

第 1 １条（代位） 第 1 １条（代位） 

区分 限度額 
①　当社が損害の額の

全額を保険金として
支払った場合

被保険者が取得した債権の全額

②　本条（１）①以外の場
合

被保険者が取得した債権の額から、保険金が支
払われていない損害の額を差し引いた額 

（２）本条（１）②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有
する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。

（３）保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当社が取得す
る本条（１）または（２）の債権の保全および行使ならびにそのために当
社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この
場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。

（注）損害賠償請求権その他の債権には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間
の求償権を含みます。

第 1 ２条（契約年令の計算方法および誤りの場合の取扱い） 第 1 ２条（契約年令の計算方法および誤りの場合の取扱い） 
（１）この保険契約の契約年令は、満年令で計算します。
（２）保険申込書に記載された被保険者の契約年令に誤りがあった場合には、

次のとおり取扱います。
① 正しい契約年令が保険契約締結の当時、当社の定める引受対象年令の範

囲外であった場合には、当社は、この特約を取り消すことができるもの
とします。当社がこの特約を取り消した場合は、既に払い込まれたこの
特約の保険料の全額を保険契約者に返還します。

② 正しい契約年令が保険契約締結の当時、当社の定める引受対象年令の範
囲内であった場合には、初めから正しい契約年令に基づいて先進医療・
拡大治験・患者申出療養費用補償保険契約を締結したものとみなします。
この場合において、既に払い込まれたこの特約の保険料が正しい契約年
令に基づいた保険料と異なるときは、その差額を返還し、または追加保
険料を請求します。

（３）当社は、保険契約者が本条（２）②の規定による追加保険料の払込みを怠っ
た場合（注１）は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特
約を解除することができます。

（４）本条（２）②の規定による追加保険料を請求する場合において、本条（３）
の規定によりこの特約を解除できるときは、次のいずれかに該当する先進
医療、拡大治験または患者申出療養についての損害に対しては、当社は、
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誤った契約年令に基づいたこの特約の保険料の正しい契約年令に基づいた
この特約の保険料に対する割合により、保険金を削減して支払います。

① 契約年令を誤った先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償保険契約
の保険期間の開始時から、追加保険料を領収した時までの期間中に被っ
た身体障害（注２）の治療のために受けた先進医療、拡大治験または患
者申出療養

② 契約年令を誤った先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償保険契約
の保険期間の開始時から、追加保険料を領収した時までの期間中に受け
た先進医療、拡大治験または患者申出療養

（注１）追加保険料の払込みを怠った場合とは、当社が、保険契約者に対し追加保険料を請
求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合をいいます。

（注２）身体障害が疾病の場合は、その疾病と医学上因果関係がある疾病を含みます。

第 1 ３条（他の特約との関係） 第 1 ３条（他の特約との関係） 
（１）この保険契約に、天災危険補償特約または天災危険補償（保険金額別建）

特約が適用される場合は、第２条（保険金を支払わない場合－その１）（１）
⑥および⑧の規定にかかわらず、被保険者の受けた先進医療、拡大治験ま
たは患者申出療養が、次に掲げる事由のいずれかによって発生した傷害に
よる先進医療、拡大治験または患者申出療養である場合にも、保険金を支
払います。

① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② 本条（１）①の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の

混乱に基づいて発生した事故
（２）この保険契約に、精神障害補償特約が適用される場合には、第２条（保

険金を支払わない場合－その１）（１）⑩の規定中「心神喪失」とあるの
は「精神障害補償特約に規定する精神障害以外の心神喪失」、同条（４）
①の規定中「精神障害」とあるのは「精神障害補償特約に規定する精神障
害以外の精神障害」と読み替えて適用します。

（３）この保険契約に、特定精神障害補償特約が適用される場合には、第２条（保
険金を支払わない場合－その１）（４）①の規定中「精神障害」とあるのは「特
定精神障害補償特約に規定する特定精神障害以外の精神障害」と読み替え
て適用します。

（４）この保険契約に、特定疾病等対象外特約が適用される場合には、同特約
により疾病保険金を支払わない疾病については、保険金を支払いません。

（５）この保険契約に、疾病保険金の支払対象となる疾病を限定または拡大す
る旨の約定がある特約（注）が適用される場合でも、この特約の支払対象
となる疾病については限定または拡大しないものとします。

（注）疾病保険金の支払対象となる疾病を限定または拡大する旨の約定がある特約には、精
神障害補償特約、特定精神障害補償特約および特定疾病等対象外特約を含みません。

第 1 ４条（被保険者範囲の変更に関する特約が適用さ第 1 ４条（被保険者範囲の変更に関する特約が適用さ
　　　　　れる場合の取扱い） 　　　　　れる場合の取扱い） 

この保険契約に次のいずれかの特約が適用される場合には、この特約は
被保険者範囲個別規定型特約として取り扱います。
① 家族型への変更に関する特約
② 夫婦型への変更に関する特約
③ 配偶者対象外型への変更に関する特約

第 1 ５条（普通保険約款の不適用） 第 1 ５条（普通保険約款の不適用） 
普通保険約款基本条項第２２条（契約内容の登録）の規定は適用しません。
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第 1 ６条（契約時の告知に関する特則） 第 1 ６条（契約時の告知に関する特則） 
（１）普通保険約款基本条項第４条（契約時に告知いただく事項－告知義務）

（１）の規定にかかわらず、この保険契約が先進医療・拡大治験・患者申
出療養費用補償継続契約である場合には、被保険者の身体障害の発生の
有無については、告知事項とはしません。

（２）本条（１）の規定にかかわらず、先進医療・拡大治験・患者申出療養
費用補償初年度契約の後に、この保険契約の支払条件について当社の保
険責任を加重する場合には、被保険者の身体障害の発生の有無について
も、告知事項とします。この場合において、普通保険約款基本条項第４
条（契約時に告知いただく事項－告知義務）（２）の規定を適用するとき
は、当社は、この保険契約のうち当社の保険責任を加重した部分につい
てのみ解除することができます。

第 1 ７条（準用規定） 第 1 ７条（準用規定） 
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎ

り、普通保険約款の規定を準用します。

別表１　第３条（保険金を支払わない場合－その２）①の運動等  
山岳登はん（注１）、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機（注２）

操縦（注３）、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機（注
４）搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動

（注１）山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用する
もの、ロッククライミング（フリークライミングを含みます。）をいい、登る壁の高さが
５ｍ以下であるボルダリングは含みません。

（注２）航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。
（注３）航空機操縦には、職務として操縦する場合は含みません。
（注４）超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライ

ト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。

別表２　第３条（保険金を支払わない場合－その２）②の職業 
オートテスター（注１）、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車

競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者（注２）、プロボクサー、
プロレスラー、ローラーゲーム選手（注３）、力士その他これらと同程度ま
たはそれ以上の危険を有する職業 

（注１）オートテスターとは、テストライダーをいいます。
（注２）猛獣取扱者には、動物園の飼育係を含みます。
（注３）ローラーゲーム選手には、レフリーを含みます。 

別表３（第９条（保険金の請求）関係）
保　険　金　請　求　書　類  

提出書類
（１）保険金請求書
（２）保険証券
（３）当社の定める傷害状況報告書または疾病状況報告書
（４）公の機関（注１）の事故証明書（注２）
（５）被保険者の印鑑証明書
（６）先進医療、拡大治験または患者申出療養を受けた日および身体障害の

内容を証明する医師（注３）の診断書および診療明細書
（７）第４条（支払保険金の計算）(１)の費用、交通費または宿泊費を負担し

たことを示す領収書
（８）当社が被保険者の症状・治療内容等について医師（注３）に照会し説

明を求めることについての同意書
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（注１）公の機関については、やむを得ない場合、第三者とします。
（注２）公の機関の事故証明書は、身体障害が傷害である場合に必要とします。
（注３）医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
（注４）死亡診断書または死体検案書は、被保険者が死亡した場合に必要とします。
（注５）委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険金の請求を第三者に

委任する場合に必要とします。 

（９）死亡診断書または死体検案書（注４）
（１０）委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書（注５）
（１１）その他当社が普通保険約款基本条項第１８条（保険金の支払）（１）

に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類また
は証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定め
たもの
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「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」

による場合のほか、次のとおりとします。 

用語 説明
て テロ行為 政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・

主張を有する団体・個人またはこれと連帯する
ものがその主義・主張に関して行う暴力的行動
をいいます。 

３．補償に関するその他の特約

（８）条件付戦争危険等免責に関する一部
　　 修正特約

この特約を適用する保険契約については、この保険契約に適用される他
の特約の保険金を支払わない場合に関する規定中

「　　戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他
　　これらに類似の事変または暴動　　　　　　　　　　　　　　　　　」
とあるのは 

「　　戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他
　　これらに類似の事変または暴動。ただし、テロ行為を含みません。　」
と読み替えて適用します。 

テロ行為が発生する危険が著しく増加し、この特約の引受範囲（注）を
超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による４８
時間以前の予告をもって、この特約を解除することができます。

（注）引受範囲とは、この特約を引き受けられる範囲として保険契約締結の際に当社が交付
する書面等において定めたものをいいます。 

第２条（この特約の解除）の規定による解除は、将来に向かってのみそ
の効力を生じます。 

この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎ
り、この保険契約に適用される他の特約および普通保険約款の規定を準用
します。 

第１条（戦争危険等免責の一部修正） 第１条（戦争危険等免責の一部修正） 

第２条（この特約の解除） 第２条（この特約の解除） 

第３条（特約解除の効力） 第３条（特約解除の効力） 

第４条（準用規定） 第４条（準用規定） 
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４．保険料に関する特約

（９）一般団体総合生活補償保険保険料
　　 分割払特約（猶予期間延長用）

この特約は、保険契約者が保険料を分割して払い込む場合で、保険証券
にこの特約が記載されているときに適用されます。 

（１）保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して、次表
のとおり払い込むことができます。

第１条（この特約の適用条件） 第１条（この特約の適用条件） 

第２条（保険料の払込方法） 第２条（保険料の払込方法） 

「用語の説明」 
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」

による場合のほか、次のとおりとします。  
（５０音順） 

用語 説明
こ 口座振替 指定口座から口座振替により保険料を集金する

ことをいいます。 
し 次回追加保険料

払込期日
追加保険料払込期日の翌月の追加保険料払込期
日をいいます。 

次回保険料払込
期日

保険料払込期日の翌月の保険料払込期日をいい
ます。 

指定口座 保険契約者の指定する口座をいいます。 
せ 請求日 当社が追加保険料を請求した日をいいます。 
つ 追加保険料払込

期日
変更確認書記載の払込期日をいいます。ただし、
追加保険料の払込方法が口座振替による場合、
提携金融機関ごとに当社の定める期日としま
す。 

て 提携金融機関 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携してい
る金融機関等をいいます。 

ふ 普通保険約款等 この保険契約に適用される普通保険約款および
特約をいいます。 

分割追加保険料 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した
金額であって、変更確認書記載の金額をいいま
す。 

分割保険料 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額で
あって、保険証券記載の金額をいいます。 

ほ 保険料払込期日 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、
保険料の払込方法が口座振替による場合、提携
金融機関ごとに当社の定める期日とします。 

区分 保険料の払込み
①　第１回分割保険料 保険契約の締結と同時に当社に払い込

むものとします。ただし、当社が特に承
認した団体を保険契約者とする場合に
は、保険契約締結の後、第１回分割保険
料を保険料相当額の集金手続きを行い
うる最初の集金日の属する月の翌月末 
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日までに払い込むことができます。
②　第２回目以降分割保険料 保険料払込期日までに当社に払い込む

ものとします。 

（２）第２回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、保険
料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割保
険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、保険料
払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。

（３）第２回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、第２回分割
保険料の保険料払込期日が始期日の属する月の翌月末日までにあるとき
において、保険契約者が第２回分割保険料を払い込むべき保険料払込期日
までその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対
して口座振替請求が行われなかったことによるときは、第２回分割保険料
の保険料払込期日が属する月の翌月の応当日をその第２回分割保険料の
保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振
替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による
場合を除きます。

（１）保険期間が始まった後でも、保険契約者が第１回分割保険料の払込みを
怠ったことにより、次のいずれかに該当した場合は、当社は、保険金を支
払いません。

①　この保険契約の第１回分割保険料の払込みを怠り、この保険契約の始
期日から、第１回分割保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定
める保険金支払事由が発生していた場合

②　この保険契約の第１回分割保険料の払込みを怠り、この保険契約の始
期日から、第１回分割保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定
める保険金支払事由の原因が発生していた場合

③　この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続
した継続契約のいずれかの保険契約における第１回分割保険料の払込み
を怠り、その保険契約の始期日から、その保険契約の第１回分割保険料
を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が
発生していた場合

（２）保険契約者が第２回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込
むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠ったこと
により、次のいずれかに該当した場合は、当社は、保険金を支払いません。 

①　この保険契約の第２回目以降分割保険料について、その分割保険料を
払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠
り、その分割保険料の保険料払込期日の翌日以後、その分割保険料を領
収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由が発生してい
た場合

②　この保険契約の第２回目以降分割保険料について、その分割保険料を
払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠
り、その分割保険料の保険料払込期日の翌日以後、その分割保険料を領
収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が発生
していた場合

③　この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続
した継続契約のいずれかの保険契約における第２回目以降分割保険料に
ついて、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌
月末日までその払込みを怠り、その分割保険料の保険料払込期日の翌日
以後、その分割保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保
険金支払事由の原因が発生していた場合

（３）本条（２）の規定にかかわらず、第２回目以降分割保険料の払込方法が口座
振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠った

第３条（保険料領収前の事故） 第３条（保険料領収前の事故） 
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ことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料
払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月
末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当
社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分
割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保
険期間中にこの規定（注）が既に適用されている場合には、当社は、保険
契約者に対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請
求できるものとします。

（注）この規定には、第５条（追加保険料領収前の事故）（４）③の規定ならびにこの保険
契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険
料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の
属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える
規定を含みます。 

（１）当社が第８条（保険料の返還または追加保険料の請求）の規定による追加
保険料を請求した場合は、次表のとおりとします。

（１）	第４条（追加保険料の払込方法）（１）①の告知事項について告知した内容
が事実と異なる場合の追加保険料を請求する場合において、普通保険約款
等に定める当社からの保険契約の解除に関する規定によりこの保険契約
を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生
したこの保険契約で定める保険金支払事由またはその原因に対しては、保
険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたとき
は、当社は、その返還を請求することができます。

（２）	第４条（追加保険料の払込方法）（１）①の通知義務の事実が発生したこと

（２）本条（１）の規定にかかわらず、保険契約者は、第８条（保険料の返還また
は追加保険料の請求）の規定による追加保険料を変更確認書記載の回数お
よび金額に分割して、次表のとおり払い込むことができます。

（３）第２回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合において、
追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるそ
の分割追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当
社は、追加保険料払込期日にその分割追加保険料の払込みがあったものと
みなします。

第４条（追加保険料の払込方法）第４条（追加保険料の払込方法）

第５条（追加保険料領収前の事故）第５条（追加保険料領収前の事故）

区分 追加保険料の払込み
①　告知事項について告知した

内容が事実と異なる場合また
は通知義務の事実が発生した
ことにより危険増加が発生し
た場合で、追加保険料を請求
したとき。

保険契約者は、請求日にその全額を一括
して当社に払い込まなければなりませ
ん。 

②　普通保険約款基本条項第
１３条（保険料の返還または追
加保険料の請求－告知義務等
の場合）（１）②に定めるところ
に従い、追加保険料を請求した
とき。

区分 追加保険料の払込み 
①　第１回分割追加保険料 請求日に当社に払い込むものとします。
②　第２回目以降分割追加保険

料
追加保険料払込期日までに当社に払い
込むものとします。 
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により危険増加が発生した場合の追加保険料を請求する場合において、普
通保険約款等に定める当社からの保険契約の解除に関する規定によりこ
の保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収まで
の間に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由またはその原因に
対しては、普通保険約款等に従い、保険金または保険金額を削減して支払
います。

（３）	第４条（追加保険料の払込方法）（１）②の規定により追加保険料を請求す
る場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠った
ときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生したこの保険
契約で定める保険金支払事由またはその原因に対しては、契約条件変更の
承認の請求がなかったものとして、普通保険約款等に従い、保険金を支払
います。

（４）	追加保険料が第４条（追加保険料の払込方法）（２）の定めるところにより、
分割して払い込まれる場合には、次のとおりとします。

①　保険契約者が第１回分割追加保険料について、その払込みを怠った場
合は、本条（１）から（３）までの規定を適用します。

②　保険契約者が第２回目以降分割追加保険料について、その分割追加保
険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその
払込みを怠った場合は、その追加保険料払込期日の翌日以後に発生した
この保険契約で定める保険金支払事由およびその原因に対しては、保険
金を支払いません。

③　本条（４）②の規定にかかわらず、第２回目以降分割追加保険料の払込方
法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割追加保険料
の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、
当社は、「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払
込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用し
ます。この場合において、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々
月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求でき
るものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定（注）
が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保
険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるもの
とします。

（注）この規定には、第３条（保険料領収前の事故）（３）の規定ならびにこの保険契約に
適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込
期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する
月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を
含みます。 

保険料の払込みを完了する前に、傷害死亡保険金を支払うべき傷害に
よって被保険者が死亡した場合は、保険契約者は、保険金の支払を受ける
以前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料（注）
のうち傷害死亡保険金を支払うべき傷害を被ったことを支払事由とする保
険金に対応する保険料の全額を一括して当社に払い込まなければなりません。

（注）未払込分割保険料とは、分割保険料の総額から既に払い込まれた分割保険料の総額
を差し引いた額をいい、追加保険料がある場合は、追加保険料の総額および保険料総額
から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。  

（１）当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面に
よる通知をもって、この保険契約を解除することができます。

①　保険料払込期日（注１）の属する月の翌月末日までに、その保険料払
込期日（注１）に払い込まれるべき分割保険料（注２）の払込みがない

第６条（傷害死亡保険金支払の場合の保険料払込み）第６条（傷害死亡保険金支払の場合の保険料払込み）

第７条（当社からの保険契約の解除） 第７条（当社からの保険契約の解除） 
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普通保険約款等の規定により保険料を返還または追加保険料を請求すべ
き事由が発生した場合には、当社は、普通保険約款等の保険料の返還また
は追加保険料の請求に関する規定にかかわらず、当社の定めるところによ
り、保険料を返還し、または追加保険料を請求します。 

この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎ
り、普通保険約款等の規定を準用します。 

第８条（保険料の返還または追加保険料の請求） 第８条（保険料の返還または追加保険料の請求） 

第９条（準用規定） 第９条（準用規定） 

場合
②　保険料払込期日（注１）までに、その保険料払込期日（注１）に払い

込まれるべき分割保険料（注２）の払込みがなく、かつ、次回保険料払
込期日（注３）までに、次回保険料払込期日（注３）に払い込まれるべ
き分割保険料（注２）の払込みがない場合

（２）	本条（１）の解除は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を
生じます。

①	　本条（１）①による解除の場合は、その分割保険料（注２）を払い込むべ
き保険料払込期日（注１）または満期日のいずれか早い日

②　本条（１）②による解除の場合は、次回保険料払込期日（注３）または満
期日のいずれか早い日

（注１）保険料払込期日には、第４条（追加保険料の払込方法）（２）の規定により追加保
険料が分割して払い込まれる場合、追加保険料払込期日を含みます。 

（注２）分割保険料には、第４条（追加保険料の払込方法）（２）の規定により追加保険料
が分割して払い込まれる場合、分割追加保険料を含みます。 

（注３）次回保険料払込期日には、第４条（追加保険料の払込方法）（２）の規定により追
加保険料が分割して払い込まれる場合、次回追加保険料払込期日を含みます。 　
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本店　〒101-8011東京都千代田区神田駿河台3-9 三井住友海上 駿河台ビル 

 〈お客さまデスク〉0120-632-277（無料）

〈チャットサポートやよくあるご質問などの各種サービス〉
https://www.ms-ins.com/contact/cc/

こちらから
アクセスできます▶
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